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　おもな栄養素には，からだを構成する組織をつくるたんぱく質や，
エネルギー源となる炭水化物・脂質，からだの働きを調節するビタ
ミン・無機質（ミネラル）などがある。
　さまざまな栄養素の役割を理解し，バランスよく摂取させること

が大切である。何をどのくらい食べたらよいかを考える目安として

は，「 4 つの食品群の年齢別，性別食品構成」などを参考にするこ

とができる。

注1

表3

栄養素等

< 参考値＞推定エネル
ギー必要量（kcal/ 日）

身体活動レベルⅡ（ふつう）

たんぱく質
（g/ 日）

脂質（脂肪エネルギー
比率〔％エネルギー〕）

カルシウム
（mg/ 日）

鉄
（mg/ 日）

推奨量 目安量 目安量 目標量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 耐容上限量

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0 ～ ₅ か月 ₅₅0 ₅00 ー ー １0 １0 ₅0 ₅0 ー ー ー ー 200 200 ー ー 0.₅ 0.₅ ー ー

₆ ～ ₈ か月 ₆₅0 ₆00 ー ー １₅ １₅ ₄0 ₄0 ー ー ー ー 2₅0 2₅0 ₅.0 ₄.₅ ー ー ー ー

₉ ～１１か月 ₇00 ₆₅0 ー ー 2₅ 2₅ ₄0 ₄0 ー ー ー ー 2₅0 2₅0 ₅.0 ₄.₅ ー ー ー ー

１ ～ 2 歳 ₉₅0 ₉00 20 20 ー ー ー ー 20～₃0 20～₃0 ₄₅0 ₄00 ー ー ₄.₅ ₄.₅ ー ー 2₅ 20

₃ ～ ₅ 歳 １₃00 １2₅0 2₅ 2₅ ー ー ー ー 20～₃0 20～₃0 ₆00 ₅₅0 ー ー ₅.₅ ₅.₅ ー ー 2₅ 2₅

栄養素等

ビタミン B １

（mg/ 日）
ビタミン B 2

（mg/ 日）
ナイアシン

（mgNE/ 日）
ビタミン C
（mg/ 日）

ビタミン A
（µgRAE/ 日）

ビタミン D
（µg/ 日）

推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0 ～ ₅ か月 ー ー 0.１ 0.１ ー ー 0.₃ 0.₃ ー ー 2 2 ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₃00 ₃00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

₆ ～ ₈ か月 ー ー 0.2 0.2 ー ー 0.₄ 0.₄ ー ー ₃ ₃ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₄00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

₉ ～１１か月 ー ー 0.2 0.2 ー ー 0.₄ 0.₄ ー ー ₃ ₃ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₄00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

１ ～ 2 歳 0.₅ 0.₅ ー ー 0.₆ 0.₅ ー ー ₆ ₅ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₃₅0 ー ー ₆00 ₆00 ₃.0 ₃.₅ 20 20

₃ ～ ₅ 歳 0.₇ 0.₇ ー ー 0.₈ 0.₈ ー ー ₈ ₇ ー ー ₅0 ₅0 ー ー ₄₅0 ₅00 ー ー ₇00 ₈₅0 ₃.₅ ₄.0 ₃0 ₃0

①「推奨量」はある母集団のほとんど（₉₇～₉₈％）が充足している量。②「目安量」は特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十
分な量（推定平均必要量が算定できない場合に設定）。③「目標量」は生活習慣病の予防を目的として，現在の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
④「耐容上限量」は健康障害をもたらすリスクがないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。⑤「日本人の食事摂取基準（2020年版）」で
は，推定エネルギー必要量を参考値として示している。⑥脂質の目標量の範囲に関しては，おおむねの値を示したものである。 ⑦ビタミン A の単
位（RAE）はレチノール活性当量。 ⑧ビタミン A の推奨量にはプロビタミン A カロテノイドを含むが，目安量・耐容上限量はプロビタミン A カ
ロテノイドを含まない。 ⑨ナイアシンの単位（NE）は，ナイアシン当量。 0 ～ ₅ か月の目安量の単位は mg/ 日 。

₄ つの食品群

第 １ 群 第 2 群 第 ₃ 群 第 ₄ 群

栄養を完全にする 血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀物 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

１ ～ 2 歳 2₅0 2₅0 ₃0 ₃0 ₅0 ₅0 ₄0 ₄0 １₈0 １₈0 ₅0 ₅0 １00 １00 １１0 １00 ₅ ₅ ₃ ₃

₃ ～ ₅ 歳 2₅0 2₅0 ₃0 ₃0 ₅0 ₅0 ₆0 ₆0 2₄0 2₄0 ₅0 ₅0 １₅0 １₅0 １₆0 １₅0 １0 １0 ₅ ₅

１₅～１₇歳 ₃20 ₃20 ₅0 ₅0 200 １20 ₈0 ₈0 ₃₅0 ₃₅0 １00 １00 200 200 ₄₃0 ₃₅0 ₃0 20 １0 １0

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の １ / ₃ 以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
の参考表・推定エネルギー必要量の約₉₃～₉₇％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は「日本食品標準成分
表20１₅年版（七訂）」で計算。

乳幼児の食事摂取基準表2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成表3

特にカルシウムは，
骨や歯の元となったり，ホルモ
ン調整をするなど大切な働きを
する。

注1

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準　2020年版」による）

　　 （ １ 人 １ 日あたりの重量　g，身体活動レベルⅡ）（香川明夫監修）

発達と保育_3章_P059-108.indd   69 2020/08/26   19:00

（特に重要な修正には，ページ番号横に◉マークをつけています）

◉



2

ページ 行 令 和 ４ 年 度 教 科 書（ 新 ）
訂正箇所

家庭 304　子どもの発達と保育　育つ、育てる、育ち合う　令和 3年度版→ 4年度版修正箇所

2. 子どもの食事

第
3
章

　子
ど
も
の
生
活

69

5

　おもな栄養素には，からだを構成する組織をつくるたんぱく質や，
エネルギー源となる炭水化物・脂質，からだの働きを調節するビタ
ミン・無機質（ミネラル）などがある。
　さまざまな栄養素の役割を理解し，バランスよく摂取させること

が大切である。何をどのくらい食べたらよいかを考える目安として

は，「 4 つの食品群の年齢別，性別食品構成」などを参考にするこ

とができる。

注1

表3

栄養素等

< 参考値＞推定エネル
ギー必要量（kcal/ 日）

身体活動レベルⅡ（ふつう）

たんぱく質
（g/ 日）

脂質（脂肪エネルギー
比率〔％エネルギー〕）

カルシウム
（mg/ 日）

鉄
（mg/ 日）

推奨量 目安量 目安量 目標量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 耐容上限量

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0 ～ ₅ か月 ₅₅0 ₅00 ー ー １0 １0 ₅0 ₅0 ー ー ー ー 200 200 ー ー 0.₅ 0.₅ ー ー

₆ ～ ₈ か月 ₆₅0 ₆00 ー ー １₅ １₅ ₄0 ₄0 ー ー ー ー 2₅0 2₅0 ₅.0 ₄.₅ ー ー ー ー

₉ ～１１か月 ₇00 ₆₅0 ー ー 2₅ 2₅ ₄0 ₄0 ー ー ー ー 2₅0 2₅0 ₅.0 ₄.₅ ー ー ー ー

１ ～ 2 歳 ₉₅0 ₉00 20 20 ー ー ー ー 20～₃0 20～₃0 ₄₅0 ₄00 ー ー ₄.₅ ₄.₅ ー ー 2₅ 20

₃ ～ ₅ 歳 １₃00 １2₅0 2₅ 2₅ ー ー ー ー 20～₃0 20～₃0 ₆00 ₅₅0 ー ー ₅.₅ ₅.₅ ー ー 2₅ 2₅

栄養素等

ビタミン B １

（mg/ 日）
ビタミン B 2

（mg/ 日）
ナイアシン

（mgNE/ 日）
ビタミン C
（mg/ 日）

ビタミン A
（µgRAE/ 日）

ビタミン D
（µg/ 日）

推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 推奨量 目安量 耐容上限量 目安量 耐容上限量

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

0 ～ ₅ か月 ー ー 0.１ 0.１ ー ー 0.₃ 0.₃ ー ー 2 2 ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₃00 ₃00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

₆ ～ ₈ か月 ー ー 0.2 0.2 ー ー 0.₄ 0.₄ ー ー ₃ ₃ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₄00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

₉ ～１１か月 ー ー 0.2 0.2 ー ー 0.₄ 0.₄ ー ー ₃ ₃ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₄00 ₆00 ₆00 ₅.0 ₅.0 2₅ 2₅

１ ～ 2 歳 0.₅ 0.₅ ー ー 0.₆ 0.₅ ー ー ₆ ₅ ー ー ₄0 ₄0 ー ー ₄00 ₃₅0 ー ー ₆00 ₆00 ₃.0 ₃.₅ 20 20

₃ ～ ₅ 歳 0.₇ 0.₇ ー ー 0.₈ 0.₈ ー ー ₈ ₇ ー ー ₅0 ₅0 ー ー ₄₅0 ₅00 ー ー ₇00 ₈₅0 ₃.₅ ₄.0 ₃0 ₃0

①「推奨量」はある母集団のほとんど（₉₇～₉₈％）が充足している量。②「目安量」は特定の集団の人々がある一定の栄養状態を維持するのに十
分な量（推定平均必要量が算定できない場合に設定）。③「目標量」は生活習慣病の予防を目的として，現在の日本人が当面の目標にすべき摂取量。
④「耐容上限量」は健康障害をもたらすリスクがないとみなされる習慣的な摂取量の上限を与える量。⑤「日本人の食事摂取基準（2020年版）」で
は，推定エネルギー必要量を参考値として示している。⑥脂質の目標量の範囲に関しては，おおむねの値を示したものである。 ⑦ビタミン A の単
位（RAE）はレチノール活性当量。 ⑧ビタミン A の推奨量にはプロビタミン A カロテノイドを含むが，目安量・耐容上限量はプロビタミン A カ
ロテノイドを含まない。 ⑨ナイアシンの単位（NE）は，ナイアシン当量。 0 ～ ₅ か月の目安量の単位は mg/ 日 。

₄ つの食品群

第 １ 群 第 2 群 第 ₃ 群 第 ₄ 群

栄養を完全にする 血や肉をつくる からだの調子をよくする 力や体温となる

乳・乳製品 卵 魚介・肉 豆・豆製品 野菜 いも 果物 穀物 油脂 砂糖

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

１ ～ 2 歳 2₅0 2₅0 ₃0 ₃0 ₅0 ₅0 ₄0 ₄0 １₈0 １₈0 ₅0 ₅0 １00 １00 １20 １１0 ₅ ₅ ₃ ₃

₃ ～ ₅ 歳 2₅0 2₅0 ₃0 ₃0 ₆0 ₆0 ₆0 ₆0 2₄0 2₄0 ₅0 ₅0 １20 １20 １₉0 １₇0 １0 １0 ₅ ₅

１₅～１₇歳 ₃20 ₃20 ₅₅ ₅₅ 200 １20 ₈0 ₈0 ₃₅0 ₃₅0 １00 １00 １₅0 １₅0 ₄₈0 ₃₈0 ₃0 20 １0 １0

①野菜はきのこ，海藻を含む。また，野菜の １ / ₃ 以上は緑黄色野菜でとることとする。②エネルギー量は，「日本人の食事摂取基準（2020年版）」
の参考表・推定エネルギー必要量の約₉₃～₉₇％の割合で構成してある。各人の必要に応じて適宜調節すること。③食品構成は「日本食品標準成分
表2020年版（八訂）」で計算。

乳幼児の食事摂取基準表2

４つの食品群の年齢別，性別食品構成表3

特にカルシウムは，
骨や歯の元となったり，ホルモ
ン調整をするなど大切な働きを
する。

注1

（厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準　2020年版」による）

　　 （ １ 人 １ 日あたりの重量　g，身体活動レベルⅡ）（香川明夫監修）
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5. 子どもの健康管理
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●消化器系の病気
　かぜによる胃腸炎，乳児白色便性下痢症，腸

ちょう

重
じゅう

積
せき

症，細菌や毒性

物質による食中毒などがある。症状としては，嘔
おう

吐
と

，下痢，腹痛を

伴うことが多い。嘔吐や下痢の後は，清潔にしておく。

●呼吸器系の病気
　気道（呼吸するときの空気の通り道）に感染がおき，炎症をおこ

すものが多く，かぜ，インフルエンザ，百日咳
ぜき

，気管支炎，肺炎な

どがある。症状としては，発熱，咳，鼻水，鼻づまりなどが見られ

る。加湿や水分補給が大切である。

●耳・鼻・目・口の病気
　感染によって，中耳炎，外耳炎，鼻炎，結膜炎，口内炎などをお

こしやすく，アレルギー性の鼻炎・結膜炎もよく見られる。患部を

清潔に保つことが大切である。

●皮膚の病気
　皮膚への感染によるもの（とびひ，水いぼなど），分泌物や排

はい

泄
せつ

物の作用によるもの（脂
し

漏
ろう

性皮膚炎，おむつかぶれ，あせもなど），

体質・アレルギーによるもの（乳児湿疹，アトピー性皮膚炎，じん

ましんなど）があり，いずれも清潔にすることで症状が改善するこ

とが多い。低刺激の洗剤できれいに洗い，綿などの服を着用させる。

●アレルギー（詳細は p.103参照）

注3

注4

SIDS（シッズ）とは？COLUMN

乳児は咽
いん
頭
とう
や気管が

せまく，かぜなどをひくとすぐ
にゼーゼーと音がしてしまう。
これを喘

ぜい
鳴
めい
という。

注4

腸が自分の腸の中に
入りこんで詰

つ
まる病気。

注3

　今まで元気にしていた子どもが，特別な原因なく突然（多くは睡眠中）死亡することがある。
原因は不明で，乳幼児突然死症候群（SIDS＝ Sudden Infant Death Syndrome）とよばれる。
　ここ数年で死亡数は減少しているが，それ
でも毎年多くの乳幼児がなくなっている。厚
生労働省は，SIDS を予防するために以下の
３ つのポイントを挙げている。

①うつぶせ寝は避けましょう。
②タバコはやめましょう。
③できるだけ母乳で育てましょう。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

乳幼児突然死症候群による年間死亡者数
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●消化器系の病気
　かぜによる胃腸炎，乳児白色便性下痢症，腸

ちょう

重
じゅう

積
せき

症，細菌や毒性

物質による食中毒などがある。症状としては，嘔
おう

吐
と

，下痢，腹痛を

伴うことが多い。嘔吐や下痢の後は，清潔にしておく。

●呼吸器系の病気
　気道（呼吸するときの空気の通り道）に感染がおき，炎症をおこ

すものが多く，かぜ，インフルエンザ，百日咳
ぜき

，気管支炎，肺炎な

どがある。症状としては，発熱，咳，鼻水，鼻づまりなどが見られ

る。加湿や水分補給が大切である。

●耳・鼻・目・口の病気
　感染によって，中耳炎，外耳炎，鼻炎，結膜炎，口内炎などをお

こしやすく，アレルギー性の鼻炎・結膜炎もよく見られる。患部を

清潔に保つことが大切である。

●皮膚の病気
　皮膚への感染によるもの（とびひ，水いぼなど），分泌物や排

はい

泄
せつ

物の作用によるもの（脂
し

漏
ろう

性皮膚炎，おむつかぶれ，あせもなど），

体質・アレルギーによるもの（乳児湿疹，アトピー性皮膚炎，じん

ましんなど）があり，いずれも清潔にすることで症状が改善するこ

とが多い。低刺激の洗剤できれいに洗い，綿などの服を着用させる。

●アレルギー（詳細は p.103参照）

注3

注4

SIDS（シッズ）とは？COLUMN

乳児は咽
いん
頭
とう
や気管が

せまく，かぜなどをひくとすぐ
にゼーゼーと音がしてしまう。
これを喘

ぜい
鳴
めい
という。

注4

腸が自分の腸の中に
入りこんで詰

つ
まる病気。

注3

　今まで元気にしていた子どもが，特別な原因なく突然（多くは睡眠中）死亡することがある。
原因は不明で，乳幼児突然死症候群（SIDS＝Sudden Infant Death Syndrome）とよばれる。
　ここ数年で死亡数は減少しているが，それ
でも毎年多くの乳幼児がなくなっている。厚
生労働省は，SIDS を予防するために以下の
3つのポイントを挙げている。

①うつぶせ寝は避けましょう。
②タバコはやめましょう。
③できるだけ母乳で育てましょう。

（厚生労働省「人口動態統計」より）

乳幼児突然死症候群による年間死亡者数
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　これまで，人工栄養が推
すい

奨
しょう

された時代や，母乳第一主義が過度に

強調された時代もあったが，現在では母乳と人工栄養のそれぞれの

利点をふまえて，個々のケースに合わせて選択することが望ましい

とされている。完全母乳を目指すあまり母親が追いつめられるよう

なことのないよう，柔軟性をもって考えていく必要がある。

表5

表6

図2 母乳が足りている乳児と不足している乳児

母乳の足りている乳児
は体重が順調に増える

母乳の不足している乳
児は体重がなかなか増
えない。

・きげんがいい
・ 授乳の間

かん

隔
かく

がだんだん長く
なる

・ すぐに欲しがって泣く。
・便秘がち

（「日本食品標準成分表2020年版（八訂）」より作成）

（₁00g 中）
人乳 牛乳 育児用調製粉乳＊₁

エネルギー（kcal） ₆₁ ₆₁ ₆₆
たんぱく質（g） ₁.₁ ₃.₃ ₁.₆

アミノ酸組成による
たんぱく質（g） 0.₈ ₃.0 ₁.₄

脂質（g） ₃.₅ ₃.₈ ₃.₅
トリアシルグリセ
ロール当量（g） ₃.₆ ₃.₅ ₃.₄

炭水化物＊2（g） (₆.₄) ₄.₄ ₆.7
灰分（g） 0.2 0.7 0.₃
カルシウム（mg） 27 ₁₁0 ₄₈
鉄（mg） 0.0₄ 0.02 0.₈₅
＊ ₁  粉乳は，₁₃％の濃度で調乳したときの成分。ここでは日本

食品標準成分表2020年版（ 八訂）の乳児用調製粉乳の成分を
参照

＊ 2  「利用可能炭水化物（質量計）」の数値を用いている。

人乳と調製粉乳の栄養素の違い表4

母乳の利点 人工栄養（育児用
調製粉乳）の利点

・機器の消毒や調乳の手間が不要
で，衛生的であり，母親がいれば，
どこでも飲ませることができる。

・消化吸収がよく，アレルギーを
おこすことが少ない。

・分娩後すぐに出る初乳は，細菌
やウイルスの感染に対する免

めん

疫
えき

物質が含まれ，たんぱく質や無
機質などを豊富に含んでいる。

・乳児が乳首を吸うことで子宮の
回復が促される。

・授乳によりからだを通して乳児
とのつながりを実感し，母子と
もに精神的な安定と満足を得ら
れる。

・乳幼児突然死症候群（p.₉7）の
発症が比較的少ない。

・ほとんど費用がかからない。

・だれでも授乳でき，母親の負担
が軽くなる。

・飲んだ量を正確に把
は

握
あく

できる。

・母親の服薬・偏食や喫煙・飲酒
の影響を受けない。（p.2₄）

・授乳の際，意識的にスキンシッ
プを図ることで，乳児との情緒
的なつながりを強められる。

・発育を促進するミネラル，ビタ
ミンが母乳より多く含まれてい
る。

・母乳性黄
おう

疸
だん

の心配がない。

・母乳で不足しがちなビタミン K
が摂取できる。

＊ ₁  母乳性黄疸とは，新生児黄疸の症状が母乳を飲むことによって ₁ ～ 2
か月頃まで長引くことをいう。特に治療の必要は無いが，適

てき

宜
ぎ

診断を
受け他の病気の可能性がないか確かめる必要がある。

＊ 2  ビタミン K は通常，シロップ等を投与して補う。

＊₁

＊2

母乳と人工栄養それぞれの利点表5

（厚生労働省「平成27年度 乳幼児栄養調査」より作成）

人工栄養混合栄養母乳栄養

平成17年度

平成27年度

平成7年度

昭和60年度

＜1か月＞

＜3 か月＞

0 20 40 60 80 100

平成17年度

平成27年度

平成7年度

昭和60年度

0 20 40 60 80 100

49.5%

46.2%

42.4%

41.4%

45.9%

52.5%

9.1%

7.9%

5.1%

39.5%

38.1%

38.0%

32.0%

34.8%

41.0%

28.5%

27.1%

21.0%

54.7% 35.1%
10.2%

51.3% 45.2%
3.6%

月齢別乳汁栄養法の推移表6
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　これまで，人工栄養が推
すい

奨
しょう

された時代や，母乳第一主義が過度に

強調された時代もあったが，現在では母乳と人工栄養のそれぞれの

利点をふまえて，個々のケースに合わせて選択することが望ましい

とされている。完全母乳を目指すあまり母親が追いつめられるよう

なことのないよう，柔軟性をもって考えていく必要がある。

表5

表6

図2 母乳が足りている乳児と不足している乳児

母乳の足りている乳児
は体重が順調に増える

母乳の不足している乳
児は体重がなかなか増
えない。

・きげんがいい
・ 授乳の間

かん

隔
かく

がだんだん長く
なる

・ すぐに欲しがって泣く。
・便秘がち

（「日本食品標準成分表2015年版（七訂）」より作成）

（100g 中）
人乳 牛乳 育児用調製粉乳＊

エネルギー（kcal） ₆5 ₆7 ₆7
たんぱく質（g） 1.1 ₃.₃ 1.₆

アミノ酸組成による
たんぱく質（g） 0.₈ 2.₉ 1.₄

脂質（g） ₃.5 ₃.₈ ₃.5
トリアシルグリセ
ロール当量（g） ₃.₆ ₃.5 ₃.₄

炭水化物（g） 7.2 ₄.₈ 7.₃
灰分（g） 0.2 0.7 0.₃
カルシウム（mg） 27 110 ₄₈
鉄（mg） 0.0₄ 0.02 0.₈
＊ 粉乳は，1₃％の濃度で調乳したときの成分。ここでは日本食

品標準成分表2015年版（七訂）の乳児用調製粉乳の成分を参照

人乳と調製粉乳の栄養素の違い表4

母乳の利点 人工栄養（育児用
調製粉乳）の利点

・機器の消毒や調乳の手間が不要
で，衛生的であり，母親がいれば，
どこでも飲ませることができる。

・消化吸収がよく，アレルギーを
おこすことが少ない。

・分娩後すぐに出る初乳は，細菌
やウイルスの感染に対する免

めん

疫
えき

物質が含まれ，たんぱく質や無
機質などを豊富に含んでいる。

・乳児が乳首を吸うことで子宮の
回復が促される。

・授乳によりからだを通して乳児
とのつながりを実感し，母子と
もに精神的な安定と満足を得ら
れる。

・乳幼児突然死症候群（p.₉7）の
発症が比較的少ない。

・ほとんど費用がかからない。

・だれでも授乳でき，母親の負担
が軽くなる。

・飲んだ量を正確に把
は

握
あく

できる。

・母親の服薬・偏食や喫煙・飲酒
の影響を受けない。（p.2₄）

・授乳の際，意識的にスキンシッ
プを図ることで，乳児との情緒
的なつながりを強められる。

・発育を促進するミネラル，ビタ
ミンが母乳より多く含まれてい
る。

・母乳性黄
おう

疸
だん

の心配がない。

・母乳で不足しがちなビタミン K
が摂取できる。

＊ 1  母乳性黄疸とは，新生児黄疸の症状が母乳を飲むことによって 1 ～ 2
か月頃まで長引くことをいう。特に治療の必要は無いが，適

てき

宜
ぎ

診断を
受け他の病気の可能性がないか確かめる必要がある。

＊ 2  ビタミン K は通常，シロップ等を投与して補う。

＊1

＊2

母乳と人工栄養それぞれの利点表5

（厚生労働省「平成27年度 乳幼児栄養調査」より作成）

人工栄養混合栄養母乳栄養

平成17年度

平成27年度

平成7年度

昭和60年度

＜1か月＞

＜3 か月＞

0 20 40 60 80 100

平成17年度

平成27年度

平成7年度

昭和60年度

0 20 40 60 80 100

49.5%

46.2%

42.4%

41.4%

45.9%

52.5%

9.1%

7.9%

5.1%

39.5%

38.1%

38.0%

32.0%

34.8%

41.0%

28.5%

27.1%

21.0%

54.7% 35.1%
10.2%

51.3% 45.2%
3.6%

月齢別乳汁栄養法の推移表6
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第 3章　子どもの生活100
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４病気の予防
1 	歯の健康

　乳歯は，生後 ６〜 ７か月頃に生え出し， ３歳くらいまでには20本

生えそろう。食事を十分にとり，正しい発音で話すことは，基本的

な能力である。生涯を通じてこれらができるようにするために，乳

児期から歯の健康を考える必要がある。

　虫歯は，幼児・学童の疾
しっ

病
ぺい

の第 １位を占めている。虫歯は，食べ

物の中のショ糖（砂糖）が細菌の作用で酸化し，歯の表面を溶かす
ことによってできる。また，歯の質も関係している。したがって，
生え始めの時期から歯を大切にする習慣をつける必要がある。 １歳

を過ぎると，さまざまな種類の食物を摂取するようになるため，歯

が汚れやすくなる。 １歳後半くらいから虫歯になりやすい奥歯が生

えるため，歯磨
みが
きを習慣づけ，口の中を清潔に保つことの大切さを

覚えさせる。子どもが小学生になるくらいまでは，親が仕上げ磨き

をする。

2 	予防接種

　予防接種は，病気に対する免
めん

疫
えき

を人間の体内に人工的につくらせ

るもので，感染症の予防方法としては最も効果的である。ワクチン
を注射したり飲ませたりする。

注1

図4

図5

注2

p.31「生歯」参照注1

病原体を殺したり，
病原性を弱めたり，毒素の毒性
をなくしたりしたもの。

注2

（文部科学省「令和 2年度学校保健
統計」より）

図4 子どもに多い疾病
幼稚園 小学校

1位 虫歯
3₀.3₄%

虫歯
₄₀.21%

2位 視力1.₀未満
2₇.₉₀%

視力1.₀未満
3₇.₅2%

3位 鼻・副
ふく

鼻
び

腔
くう

疾患2.3₈%
鼻・副鼻腔
疾患11.₀2%

₄位 耳疾患
1.₉₇%

耳疾患
₆.1₄%

₅位 アトピー性
皮膚炎1.₉₀%

眼の疾病・
異常₄.₇₈%

図5 虫歯ができる原因

溶けやすい
歯質

細菌

虫歯

食べもの
（ショ糖）

種類 ワクチン 摂取方法 副反応
BCG

（結核の予防） 生ワクチン スタンプ 膿
う

みをもつこともあるが， 2 ～ 3 か月後には自
然とよくなる。

四
種
混
合

DPT
D：ジフテリア
P：百日咳

ぜき

T：破
は

傷
しょう

風
ふう

不活化ワクチン
＋

トキソイド
注射 注射部位の発赤・腫脹（はれ）・硬結（しこり）

などの局所反応や，発熱が見られることがある
が， 1～ 2日で治る。

IPV：ポリオ
（小児まひ） 不活化ワクチン 注射

麻
疹
・
風
疹

麻疹
（はしか） 生ワクチン 注射

接種 1 ～ 2 週間後に3₈℃くらいの発熱と軽い発
疹の見られることがある。軽いはしか症状だが，
1～ 3日で治る。

風疹 生ワクチン 注射 接種 1～ 2週間後，発熱，発疹，リンパ節の腫れ，
関節痛などがあらわれることもあるが，すぐ治る。

日本脳炎 不活化ワクチン 注射 接種後，注射部位の痛みや赤みがあらわれるこ
とがあるが，ほとんどが数日でよくなる。

定期予防接種の種類と方法表4

発達と保育_3章_P059-108.indd   100 2021/09/10   9:00

100 図 4

第 3章　子どもの生活100

5

10

15

４病気の予防
1 	歯の健康

　乳歯は，生後 ６〜 ７か月頃に生え出し， ３歳くらいまでには20本

生えそろう。食事を十分にとり，正しい発音で話すことは，基本的

な能力である。生涯を通じてこれらができるようにするために，乳

児期から歯の健康を考える必要がある。

　虫歯は，幼児・学童の疾
しっ

病
ぺい

の第 １位を占めている。虫歯は，食べ

物の中のショ糖（砂糖）が細菌の作用で酸化し，歯の表面を溶かす
ことによってできる。また，歯の質も関係している。したがって，
生え始めの時期から歯を大切にする習慣をつける必要がある。 １歳

を過ぎると，さまざまな種類の食物を摂取するようになるため，歯

が汚れやすくなる。 １歳後半くらいから虫歯になりやすい奥歯が生

えるため，歯磨
みが
きを習慣づけ，口の中を清潔に保つことの大切さを

覚えさせる。子どもが小学生になるくらいまでは，親が仕上げ磨き

をする。

2 	予防接種

　予防接種は，病気に対する免
めん

疫
えき

を人間の体内に人工的につくらせ

るもので，感染症の予防方法としては最も効果的である。ワクチン
を注射したり飲ませたりする。

注1

図4

図5

注2

p.31「生歯」参照注1

病原体を殺したり，
病原性を弱めたり，毒素の毒性
をなくしたりしたもの。

注2

（文部科学省「令和元年度学校保健
統計」より）

図4 子どもに多い疾病
幼稚園 小学校

1位 虫歯
31.1₆%

虫歯
₄₄.₈₂%

₂位 視力1.₀未満
₂₆.₀₆%

視力1.₀未満
3₄.₅₇%

3位 鼻・副
ふく

鼻
び

腔
くう

疾患3.₂1%
鼻・副鼻腔
疾患11.₈1%

₄位 耳疾患
₂.₅₇%

耳疾患
₆.3₂%

₅位 アトピー性
皮膚炎₂.31%

眼の疾病・
異常₅.₆₀%

図5 虫歯ができる原因

溶けやすい
歯質

細菌

虫歯

食べもの
（ショ糖）

種類 ワクチン 摂取方法 副反応
BCG

（結核の予防） 生ワクチン スタンプ 膿
う

みをもつこともあるが， ₂ ～ 3 か月後には自
然とよくなる。

四
種
混
合

DPT
D：ジフテリア
P：百日咳

ぜき

T：破
は

傷
しょう

風
ふう

不活化ワクチン
＋

トキソイド
注射 注射部位の発赤・腫脹（はれ）・硬結（しこり）

などの局所反応や，発熱が見られることがある
が， 1～ ₂日で治る。

IPV：ポリオ
（小児まひ） 不活化ワクチン 注射

麻
疹
・
風
疹

麻疹
（はしか） 生ワクチン 注射

接種 1 ～ ₂ 週間後に3₈℃くらいの発熱と軽い発
疹の見られることがある。軽いはしか症状だが，
1～ 3日で治る。

風疹 生ワクチン 注射 接種 1～ ₂週間後，発熱，発疹，リンパ節の腫れ，
関節痛などがあらわれることもあるが，すぐ治る。

日本脳炎 不活化ワクチン 注射 接種後，注射部位の痛みや赤みがあらわれるこ
とがあるが，ほとんどが数日でよくなる。

定期予防接種の種類と方法表4
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乳幼児期に肥満していると，将来生活習慣病になることが多いと言
われている。特に 2歳以降に太り始め，太り方が急激な場合は注意

が必要である。発育・発達の途上にあるため，子どもの肥満改善は

単に体重を減らすだけでは不十分であり，注意が必要である。

●アレルギー性疾患
　大気汚染や住宅構造の変化，加工食品・輸入食品など食品の多様

化，生活用品に使われる化学物質の増加などにより，アレルゲン
（アレルギーの原因となる物質）が増加し，アレルギー性疾患が増

えているといわれている。

　アレルギーとは，「通常，反応をおこさないものに対して免疫反

応がおこり，心身にとって不都合なこと（症状）がおこる」ことを

いう。症状の出方によって，アトピー性皮
ひ

膚
ふ

炎，ぜん息，花粉症な

どと名づけられている。

　アレルギーは，いろいろな条件に左右される。症状に対する治療

以外では体質を改善することは困難な場合が多いので，アレルギー

をおこす条件を減らす，薬を使って反応を抑えて自ら体調を整える，

自律神経や皮膚を中心にたん練をする，などが行われている。

注2 表8

①  食事に関しては，必要なエ
ネルギーや栄養素が不足し
ないようにする。

②  運動の習慣を身につけさせ
るようにする。

③   子ども自身は肥満の意味や
改善の必要性を理解できて
いないことが多い。保育者
が肥満の危険性に関してよ
く認識することが大切であ
る。

子どもの肥満改善
のポイント

表8

Q. どんな病気なの？
A. 遺伝的にアレルギーがおこりやすい体質（アトピーという）の人におこる，かゆみのある皮膚炎
（皮

ひ

疹
しん

）で，慢性あるいは再発をくり返すものを指す。刺激に弱い過敏な皮膚と lgE 抗体（人の体内で
産生される物質で，アレルギー反応の引き金となる）をつくりやすい過敏な体質の両方にさまざまな刺
激が加わることで発症すると考えられている。
　おもに生後 2～ 6か月頃から発症し，乳児期から幼児期前後にはジュクジュクした湿

しっ

疹
しん

ができること
が多く， 3歳くらいから皮膚の乾燥が目立つようになる。いずれも強いかゆみを伴うのが特徴である。

子どものアトピー性皮膚炎とは？COLUMN

p.30「カウプ指数」
参照
注2

Q. 症状が出たときは？
A. 症状が出たときには，素人判断はしない。すぐに
治る特効薬はなく，もともと遺伝的に体質を受け継

つ

ぐ
病気なので，気長につきあう態度が必要である。それ
ぞれの子どもの状態や経過に応じた治療を行うために，
信頼できてよく相談にのってくれる専門医を見つける
のが一番である。近くに専門医がいない場合は，各地
に患者の会があるので，仲間との情報交換を積極的に
してみよう。

（文部科学省「令和元年度学校保健統計」より）
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乳幼児期に肥満していると，将来生活習慣病になることが多いと言
われている。特に ２歳以降に太り始め，太り方が急激な場合は注意

が必要である。発育・発達の途上にあるため，子どもの肥満改善は

単に体重を減らすだけでは不十分であり，注意が必要である。

●アレルギー性疾患
　大気汚染や住宅構造の変化，加工食品・輸入食品など食品の多様

化，生活用品に使われる化学物質の増加などにより，アレルゲン
（アレルギーの原因となる物質）が増加し，アレルギー性疾患が増

えているといわれている。

　アレルギーとは，「通常，反応をおこさないものに対して免疫反

応がおこり，心身にとって不都合なこと（症状）がおこる」ことを

いう。症状の出方によって，アトピー性皮
ひ

膚
ふ

炎，ぜん息，花粉症な

どと名づけられている。

　アレルギーは，いろいろな条件に左右される。症状に対する治療

以外では体質を改善することは困難な場合が多いので，アレルギー

をおこす条件を減らす，薬を使って反応を抑えて自ら体調を整える，

自律神経や皮膚を中心にたん練をする，などが行われている。

注2 表8

①  食事に関しては，必要なエ
ネルギーや栄養素が不足し
ないようにする。

②  運動の習慣を身につけさせ
るようにする。

③   子ども自身は肥満の意味や
改善の必要性を理解できて
いないことが多い。保育者
が肥満の危険性に関してよ
く認識することが大切であ
る。

子どもの肥満改善
のポイント

表8

Q. どんな病気なの？
A. 遺伝的にアレルギーがおこりやすい体質（アトピーという）の人におこる，かゆみのある皮膚炎

（皮
ひ

疹
しん

）で，慢性あるいは再発をくり返すものを指す。刺激に弱い過敏な皮膚と lgE 抗体（人の体内で
産生される物質で，アレルギー反応の引き金となる）をつくりやすい過敏な体質の両方にさまざまな刺
激が加わることで発症すると考えられている。
　おもに生後 ２ 〜 ６ か月頃から発症し，乳児期から幼児期前後にはジュクジュクした湿

しっ

疹
しん

ができること
が多く， ３ 歳くらいから皮膚の乾燥が目立つようになる。いずれも強いかゆみを伴うのが特徴である。

子どものアトピー性皮膚炎とは？COLUMN

p.30「カウプ指数」
参照
注2

Q. 症状が出たときは？
A. 症状が出たときには，素人判断はしない。すぐに
治る特効薬はなく，もともと遺伝的に体質を受け継

つ

ぐ
病気なので，気長につきあう態度が必要である。それ
ぞれの子どもの状態や経過に応じた治療を行うために，
信頼できてよく相談にのってくれる専門医を見つける
のが一番である。近くに専門医がいない場合は，各地
に患者の会があるので，仲間との情報交換を積極的に
してみよう。

（文部科学省「令和 2年度学校保健統計」より）
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8 心の健康
1 	心の健康と保育

　からだの健康だけでなく，子どもの心の健康を保つことも大切で
ある。心の健康を維持するためには，親など周囲の人たちとのかか

わりが重要であり，その中で心の安定を保つことが大切である。心

の安定が乱されると，それが発達の遅れなど身体的な症状としてあ

らわれることもある。

2 	問題行動

　子どもの心の健康が乱されたとき，口数が減ったり，反抗的にな

ったり，問題行動としてサインを保育者に送る。保育者は，サイン
に気付き，原因を考えてそれを取り除くようにしたい。保育者は一

人ひとりの子どもの立場に立ち，よりそって行動の意味を考えてい

きたい。また，問題行動がおこったとき，子どもや自分のせいだと

思い込まず，周囲の人や公的な機関に相談するようにしたい。

図15

　高校生は，青年期に位置し心身ともに大きく成長する。この時期は思春期ともよばれ，性ホルモンの
活動と関係して，性的な発達がおこり，第二次性

せい
徴
ちょう
と言われる身体的な男女差の特徴があらわれる（男

性は筋肉質になり，ひげなどが生え，女性は脂肪がついて乳房が発達するなど）。身体的な変化と平行
して，異性への興味がおこる時期でもある。現在は，インターネットの普及などでさまざまな性に関す
る情報があふれている。その中には無責任な内容も多い。妊娠や性感染症（STD※）などについて正し
い情報を知り，しっかりと考えて交遊することが大切である。性感染症にかかってしまったり，望まな
い妊娠により人工妊娠中絶という決断をしなければならなくなることもある。中絶は女性の心とからだ
に大きな傷を残す。相手のことを考え，尊重した上で正しい男女関係を築いていくことが大切である。

青年期の性と健康　〜男女で尊重しあう関係を〜COLUMN
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疱
ほう

などが
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尖
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圭
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コンジローマ 性器や肛門の周囲にカリフラワー状のイボができる

梅
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毒
どく 時間とともに内臓や関節などに多様な症状がで

る。死亡はまれだが，母子感染がおこる

エイズ（AIDS＊）HIV ウイルスが免疫細胞を破壊し，さまざまな
疾
しっ

患
かん

（感染症や悪性腫
しゅ

瘍
よう

など）を引きおこす

＊先進国では減少傾向にあるが，日本では増えている。

●いろいろな性感染症

（厚生労働省「衛生行政報告例」より）

※ STI（Sexually Transmitted Infection）とも呼ばれる。

●人工妊娠中絶実施率（女子人口1000人対）
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６住まいと子どもの危険
1 	子どもは住まいのどこで事故にあっているか

　子どもは，住まいの中で事故にあう割合が高く，特にからだの動

きが活発になる乳幼児期に多い。住まいの中での子どもの事故の種

類やおこり方は心身の発育・発達の段階と関係が深い。身の回りの
モノや状況に興味を持ち始める乳幼児だが，住まいの中の危険な状

況を理解できていない。子どもから目を離さず，危険なものは子

どもの手の届かない場所に片づけるなどの工夫が必要である。ま

た，興味・関心のおもむくまま動き回り，死亡にいたる場合もある。

「不
ふ

慮
りょ

の溺
でき

死
し

・溺
でき

水
すい

」「その他の不慮の窒息」などが多い。

　乳幼児期は，あらゆるものに触ってみる，口に入れてみる，移動

する，かがみ込んでのぞくなど，母親や保護者を基点にして少しず

つテリトリー（行動範囲）を広げていく時期である。中でも，水に
は強い興味を示す。住まいの中で水のあるところは，風呂場（バス

タブ）や洗濯機，水洗トイレなどで，その中でも特に気をつけなけ

ればならないのはバスタブの水である。子どもの頭は身長に対して

大きく重いため，バランスが悪く，水に触ろうとしてのぞき込んで

頭からバスタブに落ちる事故が多発している。

　事故を未然に防ぐためには，乳児期・幼児期を通じて十分に遊ば

せて，運動機能や反射機能の発達を促
うなが

すことも大切である。その中

で保育者は，子どもの理解に合わせて危険な場所とその理由を具体

的に教えていく。

図7

図8,9 注 1

注 2

p.106「異物がのど
につまったとき」参照
注1

バスタブは滑りやす
く，また大人がまたいで湯船に
入りやすいため45～60cmの高
さで設計されており，子どもが
のぞきこむことが可能な高さで
ある。

注2

（厚生労働省「2018年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」より）

図8 子どもの誤飲事故の内訳
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６住まいと子どもの危険
1 	子どもは住まいのどこで事故にあっているか

　子どもは，住まいの中で事故にあう割合が高く，特にからだの動

きが活発になる乳幼児期に多い。住まいの中での子どもの事故の種

類やおこり方は心身の発育・発達の段階と関係が深い。身の回りの
モノや状況に興味を持ち始める乳幼児だが，住まいの中の危険な状

況を理解できていない。子どもから目を離さず，危険なものは子

どもの手の届かない場所に片づけるなどの工夫が必要である。ま

た，興味・関心のおもむくまま動き回り，死亡にいたる場合もある。

「不
ふ

慮
りょ

の溺
でき

死
し

・溺
でき

水
すい

」「その他の不慮の窒息」などが多い。

　乳幼児期は，あらゆるものに触ってみる，口に入れてみる，移動

する，かがみ込んでのぞくなど，母親や保護者を基点にして少しず

つテリトリー（行動範囲）を広げていく時期である。中でも，水に
は強い興味を示す。住まいの中で水のあるところは，風呂場（バス

タブ）や洗濯機，水洗トイレなどで，その中でも特に気をつけなけ

ればならないのはバスタブの水である。子どもの頭は身長に対して

大きく重いため，バランスが悪く，水に触ろうとしてのぞき込んで

頭からバスタブに落ちる事故が多発している。

　事故を未然に防ぐためには，乳児期・幼児期を通じて十分に遊ば

せて，運動機能や反射機能の発達を促
うなが

すことも大切である。その中

で保育者は，子どもの理解に合わせて危険な場所とその理由を具体

的に教えていく。
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図8,9 注 1

注 2

p.106「異物がのど
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注1

バスタブは滑りやす
く，また大人がまたいで湯船に
入りやすいため45～60cmの高
さで設計されており，子どもが
のぞきこむことが可能な高さで
ある。

注2

（厚生労働省「2018年度家庭用品等に係る健康被害病院モニター報告」より）

図8 子どもの誤飲事故の内訳
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8 心の健康
1  心の健康と保育

　からだの健康だけでなく，子どもの心の健康を保つことも大切で
ある。心の健康を維持するためには，親など周囲の人たちとのかか

わりが重要であり，その中で心の安定を保つことが大切である。心

の安定が乱されると，それが発達の遅れなど身体的な症状としてあ

らわれることもある。

2  問題行動

　子どもの心の健康が乱されたとき，口数が減ったり，反抗的にな

ったり，問題行動としてサインを保育者に送る。保育者は，サイン
に気付き，原因を考えてそれを取り除くようにしたい。保育者は一

人ひとりの子どもの立場に立ち，よりそって行動の意味を考えてい

きたい。また，問題行動がおこったとき，子どもや自分のせいだと

思い込まず，周囲の人や公的な機関に相談するようにしたい。

図15

　高校生は，青年期に位置し心身ともに大きく成長する。この時期は思春期ともよばれ，性ホルモンの
活動と関係して，性的な発達がおこり，第二次性

せい
徴
ちょう
と言われる身体的な男女差の特徴があらわれる（男

性は筋肉質になり，ひげなどが生え，女性は脂肪がついて乳房が発達するなど）。身体的な変化と平行
して，異性への興味がおこる時期でもある。現在は，インターネットの普及などでさまざまな性に関す
る情報があふれている。その中には無責任な内容も多い。妊娠や性感染症（STD※）などについて正し
い情報を知り，しっかりと考えて交遊することが大切である。性感染症にかかってしまったり，望まな
い妊娠により人工妊娠中絶という決断をしなければならなくなることもある。中絶は女性の心とからだ
に大きな傷を残す。相手のことを考え，尊重した上で正しい男女関係を築いていくことが大切である。

青年期の性と健康　～男女で尊重しあう関係を～COLUMN
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＊先進国では減少傾向にあるが，日本では増えている。

●いろいろな性感染症

（厚生労働省「衛生行政報告例」より）

※STI（Sexually Transmitted Infection）とも呼ばれる。

●人工妊娠中絶実施率（女子人口1000人対）
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2 	親の役割

　親の役割は，大きく分けると ２つある。ひとつは子どもを世話し，

その命と生活を守る保護の役割である。もうひとつは，生活習慣や
ルールを教える社会化である。親は，子どもの成長に合わせて ２つ
のバランスを取りながら，育児を進めていく。

　一方で，親自身も子どもと触れ合いながら，親としての自覚を芽

生えさせ，日々学習しながら成長していく。

注4

子どもを受け入れて
守る能力を母性，マナーやルー
ルを教える能力を父性とよぶこ
とがある。男性にも母性があり，
女性にも父性があることから，
男女問わず育児に適した傾向を
育児性とよぶこともある。

注4

　父親は，子どもの養育者のひとりであるが，日本では子育てを母親が担う割合がたいへん大きい。そ
のような状況が，母親の育児不安や不適切な養育に結びつくことも考えられる。父親が育児することに
よって，母親の肉体的，精神的な負担が軽減され，気持ちに余裕をもって子どもと向き合えるようにな
る。また，夫婦で協力して子育てすることで，互いの子育ての考えに耳を傾け，相談し合うことで，子
どものことをより理解できるようになり，家族の絆

きずな

も深まっていく。
　さらに，少し古い調査であるが，1985年に東京都中野区で行った教育・育児を両親のどちらが担当し
ていたかと，子どもの幸福感との関係をみた調査によると，日本の家庭で多い “ もっぱら母 ” に育てら
れた子どもたちの幸福感は低く，両親が同じくらい育児・教育にかかわったとしている子どもたちの幸
福感は高いという結果が報告された。さらに，子どもの世話をする父親のほうが，尊敬している，頼り
にしているなど，子どもからの評価も全体的に高いという結果である。
　2009年に，働く男性も育児に参加しやすい環境を目指し育児・介護休業法が改正されたにもかかわら
ず，男性の育児休業取得率が低い状況は変わらない。2010年 6 月，政府は「イクメンプロジェクト」を
発足させ，男性の育児参加を後押ししようとしている。

イクメンを目指そう！COLUMN

　（厚生労働省「令和 2年度雇用均等基本調査」より）

●育児休業取得率
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●�イクメンプロジェクト
数値目標

200₈年
1 .2₃％
▼
201₇年
10％
▼
2020年
1₃％

200₅年
₃₈％

▼

2020年
₅₅％

男性の育児
休業取得率

第 1子出産後
の女性の継続
就業率

イクメン体験記 T.Hさん（33歳）

　育児に参加してよかったこと
は，何といっても子どもの成長
を，自分の目で見ることができ
たことです。
　また，夫婦で子育ての悩みや
喜びを共有できたので，子育て
前と比べて，夫婦の信頼関係が
強くなったと感じています。

　（厚生労働省「平成20年今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査の概要」より）

●育児休業希望者率
女
男

育児休業制度を
利用したい

育児のための短時間
勤務制度を利用したい

0 20 40 60 80 100（％）

62.3

34.6

68.9

31.8

※2011年の数値は，岩手，宮城，福島県を除く。
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2 さまざまな保育の場
1 	家庭での保育

　子どもは家庭に生まれ，家族の中で育つ。家庭は生活の場であり，
くつろぎの場であり，親子が育ち合う場である。子どもの成長と，

親の親としての成長は互いに影響しあう。特に，母子の間で授乳し

たり，抱いたり，あやしたりなどの応答的なやりとりが重ねられる

中で愛着が形成され，親としての自覚が生まれてくる。

　子育ての第一義的責任は子どもの保護者（父・母）にあり，親の

愛情と責任が子どもの育ちを支える。しかし，なかなか泣きやまな

い，眠ってくれない，目が離せないなど，子育てに苦労はつきもの

である。順調に育っているか，栄養は足りているかと心配になるこ

ともある。周囲に助けを求められればよいが，核家族化の中，それ

ができずに育児不安や育児への負担感を覚える母親もいる。
　家庭の中で，幸せを感じながら養育ができるためには，母親の気

持ちに寄り沿い，ともに子育てする父親の存在が必要である。夫婦

で力を合わせ，子育ての苦労も喜びも共有しながら，家族の絆を深

めていきたい。最近では，共働きの妻を支えるべく育児休暇を取得

し，積極的に子育てに参加する父親も増え，そうした男性をイクメ

注1

図9,10

図 11

注 2

（図 9 , 図10はベネッセ教育総合研究所
「第 5 回幼児の生活アンケート」2016より）

図10 子どもの面倒をみてくれる人の内訳

図9 子どもの面倒をみてくれる人の有無
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●面倒を見てくれる人（機関・サービス）は何か

・首都圏の 0 歳 6 か月～ 6 歳11か月の子どもをもつ母親の回答（複数回答）

その他
ベビーシッター・お手伝い

民間の託児サービス（一時預かり）
近所の人

自治体の育児支援サービス
父親・母親の友人（パパ友，ママ友）

保育園の一時預かりや幼稚園の預かり保育
父親

祖父母やあなたのきょうだい，親戚
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77.5 21.8

0.6

（%）

●面倒を見てくれる人（機関・サービス）があるか

・首都圏の 0 歳 6 か月～ 6 歳11か月の子どもをもつ母親の回答

無答不明
いない（ない）
いる（ある）

p.47「愛着」参照注1

p.125コラム参照注3

男性の育児休業取得
率は，令和 2 年度には12.65％
で，女性の81.6％に比べると圧
倒的に少ない。平成27年，内閣
府は， 5 年後に「男性の配偶者
の出産直後の休暇取得率80％」
を達成することを目標に，男性
の育児休業取得を推進する「さ
んきゅうパパプロジェクト」を
立ち上げた。

注2

ンとよぶこともある。イクメンという言葉が
ひとり歩きすることなく，夫婦ともに，子育

ての中で成長していくことが望まれる。

注3

（厚生労働省「子育て支援策等に関する調査研究」2003年より）

図11 育児の悩みや不安
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1 子どもが育つ環境の変化
1 	少子高齢化と子どもの生活

　日本は世界で最も少子高齢化が進んでおり，15歳未満の子どもの，
総人口に対する割合は年々下がりつづけている。また，出生数や合

計特殊出生率はここ数年，横ばい状態であるが，諸外国に比べて少

子化が解消されていない状況である。一方で，ひとり暮らし世帯が

増加して，夫婦と子からなる世帯を上回り，このため，人々のライ

フスタイルや家庭の風景も様変わりしてきている。

　このような中，子どもが育つ環境にも変化がみられる。例えばき

ょうだいがいない，近隣に一緒に遊ぶ子どもが少ない，戸外より家

の中で遊ぶことが多いなどの状況がある。また，幼児期から電子メ

ディアを扱う子どもが多くなっており， ６歳児の半数は携帯ゲーム

をひとりで操作できるという。スイミングや英会話など習い事をし

ている幼児も多い。

　慌ただしく過ごす大人の生活は，子どもたちの生活にも大きな影

響を与えている。

図1

図2

図3

注2

図4

保育の環境3

（総務省統計局「国勢調査」より）

図1 15歳未満の子ど
もの割合

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

33.4
23.5

14.6 12.6

61.2
67.4

68.1
60.7

5.3 9.1
17.4

26.6

0
〜
14
歳

15
〜
64
歳

65
歳
以
上

（年）

（％）

2015200019801955

（総務省統計局「平成27年国勢調
査」より）

図3 日本の世帯構成
（平成27年）
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（ベネッセ教育総合研究所
「第 5回幼児の生活アンケート」2016より作成）

図4 子どもの習い事（複数回答）
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＊1  月 1 回程度，定期的に教材が送られてくるもの
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（厚生労働省「人口動態統計」より）

図2 出生数及び合計特殊出生率の年次推移
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1 	少子高齢化と子どもの生活

　日本は世界で最も少子高齢化が進んでおり，15歳未満の子どもの，
総人口に対する割合は年々下がりつづけている。また，出生数や合

計特殊出生率はここ数年，横ばい状態であるが，諸外国に比べて少

子化が解消されていない状況である。一方で，ひとり暮らし世帯が

増加して，夫婦と子からなる世帯を上回り，このため，人々のライ

フスタイルや家庭の風景も様変わりしてきている。

　このような中，子どもが育つ環境にも変化がみられる。例えばき

ょうだいがいない，近隣に一緒に遊ぶ子どもが少ない，戸外より家

の中で遊ぶことが多いなどの状況がある。また，幼児期から電子メ

ディアを扱う子どもが多くなっており， ６歳児の半数は携帯ゲーム

をひとりで操作できるという。スイミングや英会話など習い事をし

ている幼児も多い。

　慌ただしく過ごす大人の生活は，子どもたちの生活にも大きな影

響を与えている。
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図3 日本の世帯構成
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図4 子どもの習い事（複数回答）
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図2 出生数及び合計特殊出生率の年次推移
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2 さまざまな保育の場
1 	家庭での保育

　子どもは家庭に生まれ，家族の中で育つ。家庭は生活の場であり，
くつろぎの場であり，親子が育ち合う場である。子どもの成長と，

親の親としての成長は互いに影響しあう。特に，母子の間で授乳し

たり，抱いたり，あやしたりなどの応答的なやりとりが重ねられる

中で愛着が形成され，親としての自覚が生まれてくる。

　子育ての第一義的責任は子どもの保護者（父・母）にあり，親の

愛情と責任が子どもの育ちを支える。しかし，なかなか泣きやまな

い，眠ってくれない，目が離せないなど，子育てに苦労はつきもの

である。順調に育っているか，栄養は足りているかと心配になるこ

ともある。周囲に助けを求められればよいが，核家族化の中，それ

ができずに育児不安や育児への負担感を覚える母親もいる。
　家庭の中で，幸せを感じながら養育ができるためには，母親の気

持ちに寄り沿い，ともに子育てする父親の存在が必要である。夫婦

で力を合わせ，子育ての苦労も喜びも共有しながら，家族の絆を深

めていきたい。最近では，共働きの妻を支えるべく育児休暇を取得

し，積極的に子育てに参加する父親も増え，そうした男性をイクメ

注1

図9,10

図 11

注 2

（図 9 , 図10はベネッセ教育総合研究所
「第 5 回幼児の生活アンケート」2016より）

図10 子どもの面倒をみてくれる人の内訳

図9 子どもの面倒をみてくれる人の有無
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●面倒を見てくれる人（機関・サービス）は何か

・首都圏の 0 歳 6 か月～ 6 歳11か月の子どもをもつ母親の回答（複数回答）

その他
ベビーシッター・お手伝い

民間の託児サービス（一時預かり）
近所の人

自治体の育児支援サービス
父親・母親の友人（パパ友，ママ友）

保育園の一時預かりや幼稚園の預かり保育
父親

祖父母やあなたのきょうだい，親戚

0 20 40 60 80 100
77.5 21.8

0.6

（%）

●面倒を見てくれる人（機関・サービス）があるか

・首都圏の 0 歳 6 か月～ 6 歳11か月の子どもをもつ母親の回答

無答不明
いない（ない）
いる（ある）

p.47「愛着」参照注1

p.125コラム参照注3

男性の育児休業取得
率は，令和元年度には 7 .48％で，
女性の83. 0 ％に比べると圧倒
的に少ない。平成27年，内閣府
は， 5 年後に「男性の配偶者の
出産直後の休暇取得率80％」を
達成することを目標に，男性の
育児休業取得を推進する「さん
きゅうパパプロジェクト」を立
ち上げた。

注2

ンとよぶこともある。イクメンという言葉が
ひとり歩きすることなく，夫婦ともに，子育

ての中で成長していくことが望まれる。

注3

（厚生労働省「子育て支援策等に関する調査研究」2003年より）

図11 育児の悩みや不安
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2  親の役割

　親の役割は，大きく分けると 2つある。ひとつは子どもを世話し，

その命と生活を守る保護の役割である。もうひとつは，生活習慣や
ルールを教える社会化である。親は，子どもの成長に合わせて 2つ
のバランスを取りながら，育児を進めていく。

　一方で，親自身も子どもと触れ合いながら，親としての自覚を芽

生えさせ，日々学習しながら成長していく。

注4

子どもを受け入れて
守る能力を母性，マナーやルー
ルを教える能力を父性とよぶこ
とがある。男性にも母性があり，
女性にも父性があることから，
男女問わず育児に適した傾向を
育児性とよぶこともある。

注4

　父親は，子どもの養育者のひとりであるが，日本では子育てを母親が担う割合がたいへん大きい。そ
のような状況が，母親の育児不安や不適切な養育に結びつくことも考えられる。父親が育児することに
よって，母親の肉体的，精神的な負担が軽減され，気持ちに余裕をもって子どもと向き合えるようにな
る。また，夫婦で協力して子育てすることで，互いの子育ての考えに耳を傾け，相談し合うことで，子
どものことをより理解できるようになり，家族の絆

きずな

も深まっていく。
　さらに，少し古い調査であるが，1985年に東京都中野区で行った教育・育児を両親のどちらが担当し
ていたかと，子どもの幸福感との関係をみた調査によると，日本の家庭で多い “ もっぱら母 ” に育てら
れた子どもたちの幸福感は低く，両親が同じくらい育児・教育にかかわったとしている子どもたちの幸
福感は高いという結果が報告された。さらに，子どもの世話をする父親のほうが，尊敬している，頼り
にしているなど，子どもからの評価も全体的に高いという結果である。
　2009年に，働く男性も育児に参加しやすい環境を目指し育児・介護休業法が改正されたにもかかわら
ず，男性の育児休業取得率が低い状況は変わらない。2010年 6 月，政府は「イクメンプロジェクト」を
発足させ，男性の育児参加を後押ししようとしている。

イクメンを目指そう！COLUMN

　（厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」より）

●育児休業取得率
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(年度)

（％）

49.1 56.4 64.0
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2017 20192014201120082005200219991996

86.6

2.30

83.2
83.0

5.14 7.48

● イクメンプロジェクト
数値目標

2008年
1 .23％
▼
2017年
10％
▼
2020年
13％

2005年
38％

▼

2020年
55％

男性の育児
休業取得率

第 1子出産後
の女性の継続
就業率

イクメン体験記 T.Hさん（33歳）

　育児に参加してよかったこと
は，何といっても子どもの成長
を，自分の目で見ることができ
たことです。
　また，夫婦で子育ての悩みや
喜びを共有できたので，子育て
前と比べて，夫婦の信頼関係が
強くなったと感じています。

　（厚生労働省「平成20年今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査の概要」より）

●育児休業希望者率
女
男

育児休業制度を
利用したい

育児のための短時間
勤務制度を利用したい

0 20 40 60 80 100（％）

62.3

34.6

68.9

31.8

※2011年の数値は，岩手，宮城，福島県を除く。
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　こうしたことから，保育所の業務内容は拡大し，保育士の負担が

増えている。また，長時間保育により子どもが家庭で過ごす時間が

減ることへの懸
け

念
ねん

もある。一方，都市部においては ３歳未満児の保

育所希望が増えており，待機児童の解消が課題となっている。

　子どもと保育士の心身の健康を考慮し，より望ましい保育環境や

労働環境を整えることが求められる。さらに，認可外保育施設の保
育環境の改善も大きな問題である。

5 	幼稚園

　幼稚園は保育所と異なり，教育基本法，学校教育法に基づく学校
種のひとつである。 ３ 歳から ６ 歳の子どもに対し，幼稚園教諭が
日々保育を行っている。

　幼稚園における保育内容は国が制定した幼稚園教育要領に基づき，

各園が教育課程を編成して年齢ごとに幼児教育という観点をもって
指導計画を作成して進めている。

　幼稚園においても保護者への支援が求められており，保護者の状

況に応じて長時間子どもを預かる園が増えている。また，地域の子

育て家庭を支援するために，園庭の開放や育児講座，子育て相談を

実施しているところもある。2007年に教育基本法・学校教育法が改

正され，幼稚園の目標が「義務教育とその後の教育の基礎を培
つちか

う」

と明確化された。

図14

注6

注7

児童福祉法上の保育
所に該当しない保育施設のこと。
注6

幼稚園教育要領には
「教育時間の終了後などに行う
教育活動等の留意事項」につい
て記されている。これは預かり
保育のことである。

注7

図14 保育所等利用率と待機児童数
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図13 多様な保育ニーズへの対応
内容

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時
間の開所時間を超えて保育を実施する事業

夜間保育 おおむね午後1₀時頃まで開所して保育を実
施する事業

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復期に
病院・保育所の病児保護室で保育する事業

一時預かり

保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭
等の緊急時に対応して保育を行う事業。ま
た，幼稚園で在園児を昼過ぎ頃までの教育
時間終了後や土曜日に預かる

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和 3 年 4 月 1 日）」より）（内閣府「平成28年版 少子化社会対策白書」より）

TRY
家庭と園では，子どもをと
りまく環境が大きく異なっ
ている。
それぞれの場で子どもは何
を身につけることができる
か考えてみよう。
・家庭で身につくこと
・家庭でないと身につかな

いこと
・園で身につくこと
・園でないと身につかない

こと
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3 	子育て支援の場

　核家族化が進み，近隣との関係が希薄な地域が増えている。これ

によって表面化した，子育ての孤立化や母親の育児不安などの問題
を解消するため，地域の中にさまざまな子育て支援の場がつくられ

ている。

　2007年度には国の「地域子育て支援拠点事業」が開始され，子育
て親子が気軽に集い交流したり，情報交換をしたり，子育てに関す

る相談や講習などを行う場が各地につくられている。また，地域に

おける子育て支援として，ファミリー・サポート・センターや保育
所等における一時預かりなどがある。さらに，個々の子育て家庭が

その状況に応じた支援を得られるよう，市町村において子育て総合
支援コーディネーターの養成や配置も進められている。

4 	保育所

　保育所は児童福祉法（1947年）により，保育所は「保育に欠け
る」乳幼児を保育するための児童福祉施設として位置づけられた。
入所には保護者の就労等の条件があり，一定の時間，家庭での養育

ができない 0歳から ６歳の子どもを日々保育している。保育を担う

のは保育士であるが，保育所には栄養士や看護師が配置されている
ところも多く，職員間で連携を図りながら保育にあたっている。

注1

注2

注3

注4

図12

こうした地域子育て
支援拠点は2019年度には 7 ,578
か所まで増え，地域のコミュニ
ティづくりにも役立っている。

注1

p.134「児童福祉法」
参照
注4

p.112「保育所保育
指針」参照
注5

地域で育児のサービ
スを受けたい人と預かる人が会
員登録して相互で助け合う事業。

注2

地域の子育て支援
充実のために，行政や子育て
NPO などの支援団体，ボラン
ティアなどをネットワークで結
ぶ活動を行う。

注3

　保育所における保育内容は国が制定した保育所保
育指針に基づき，各保育所が保育課程を編成し，年
齢ごとに指導計画を作成して進めている。子どもの

発達過程に沿って， 0歳から ６歳までの子どもの育

ちを支えている。

　また，多くの保育所では保護者の状況を考慮し，

その就労や子育てを支え，地域の子育て家庭を支援

するために，園庭開放や育児講座，子育て相談など

を実施している。また，病児保育や夜間保育を実施

する保育所も増えている。

注5

図13

図12 保育所等の利用児童数と保育所等の数
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※ 1 「その他」とは，特定地域型保育事業，幼稚園型認定こども園等，
幼保連携型認定こども園の数の合計。
※ 2  2014年までは保育所のみの数。2015年からは「その他」も合算。

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和3年4月1日）」より）
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　核家族化が進み，近隣との関係が希薄な地域が増えている。これ

によって表面化した，子育ての孤立化や母親の育児不安などの問題
を解消するため，地域の中にさまざまな子育て支援の場がつくられ

ている。

　2007年度には国の「地域子育て支援拠点事業」が開始され，子育
て親子が気軽に集い交流したり，情報交換をしたり，子育てに関す

る相談や講習などを行う場が各地につくられている。また，地域に

おける子育て支援として，ファミリー・サポート・センターや保育
所等における一時預かりなどがある。さらに，個々の子育て家庭が

その状況に応じた支援を得られるよう，市町村において子育て総合
支援コーディネーターの養成や配置も進められている。

4 	保育所

　保育所は児童福祉法（1947年）により，保育所は「保育に欠け
る」乳幼児を保育するための児童福祉施設として位置づけられた。
入所には保護者の就労等の条件があり，一定の時間，家庭での養育

ができない 0歳から ６歳の子どもを日々保育している。保育を担う

のは保育士であるが，保育所には栄養士や看護師が配置されている
ところも多く，職員間で連携を図りながら保育にあたっている。
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育指針に基づき，各保育所が保育課程を編成し，年
齢ごとに指導計画を作成して進めている。子どもの

発達過程に沿って， 0歳から ６歳までの子どもの育

ちを支えている。

　また，多くの保育所では保護者の状況を考慮し，
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するために，園庭開放や育児講座，子育て相談など
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図12 保育所等の利用児童数と保育所等の数
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（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和2年4月1日）」より）
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　こうしたことから，保育所の業務内容は拡大し，保育士の負担が

増えている。また，長時間保育により子どもが家庭で過ごす時間が

減ることへの懸
け

念
ねん

もある。一方，都市部においては ３歳未満児の保

育所希望が増えており，待機児童の解消が課題となっている。

　子どもと保育士の心身の健康を考慮し，より望ましい保育環境や

労働環境を整えることが求められる。さらに，認可外保育施設の保
育環境の改善も大きな問題である。

5 	幼稚園

　幼稚園は保育所と異なり，教育基本法，学校教育法に基づく学校
種のひとつである。 ３ 歳から ６ 歳の子どもに対し，幼稚園教諭が
日々保育を行っている。

　幼稚園における保育内容は国が制定した幼稚園教育要領に基づき，

各園が教育課程を編成して年齢ごとに幼児教育という観点をもって
指導計画を作成して進めている。

　幼稚園においても保護者への支援が求められており，保護者の状

況に応じて長時間子どもを預かる園が増えている。また，地域の子

育て家庭を支援するために，園庭の開放や育児講座，子育て相談を

実施しているところもある。2007年に教育基本法・学校教育法が改

正され，幼稚園の目標が「義務教育とその後の教育の基礎を培
つちか

う」

と明確化された。

図14

注6

注7

児童福祉法上の保育
所に該当しない保育施設のこと。
注6

幼稚園教育要領には
「教育時間の終了後などに行う
教育活動等の留意事項」につい
て記されている。これは預かり
保育のことである。

注7

図14 保育所等利用率と待機児童数
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図13 多様な保育ニーズへの対応
内容

延長保育 保護者の就労形態の多様化等に伴い，11時
間の開所時間を超えて保育を実施する事業

夜間保育 おおむね午後1₀時頃まで開所して保育を実
施する事業

病児保育 子どもが病気の際，または病気の回復期に
病院・保育所の病児保護室で保育する事業

一時預かり

保護者の就労形態の多様化や専業主婦家庭
等の緊急時に対応して保育を行う事業。ま
た，幼稚園で在園児を昼過ぎ頃までの教育
時間終了後や土曜日に預かる

（厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ（令和 2 年 4 月 1 日）」より）（内閣府「平成28年版 少子化社会対策白書」より）

TRY
家庭と園では，子どもをと
りまく環境が大きく異なっ
ている。
それぞれの場で子どもは何
を身につけることができる
か考えてみよう。
・家庭で身につくこと
・家庭でないと身につかな

いこと
・園で身につくこと
・園でないと身につかない

こと
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　認定こども園の創設などもあり，保育所と幼稚園の垣根は以前よ

り低くなっている。しかし，一方で，幼児教育を担う幼稚園の役割

をより鮮明に打ち出して，保育所との差別化を図ろうとしている幼

稚園もある。

6 	認定こども園

　急速な少子化，家庭の就労状況や地域環境の変化に対応するため，

平成18年に認定こども園が創設された。認定こども園とは，保育所
と幼稚園を一体化し，保護者の就労などの状況にかかわらず，子ど

もの保育と教育を担う施設である。保育所を管轄する厚生労働省と

幼稚園を管
かん

轄
かつ

する文部科学省が連携し，「就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律」をつくり，認定

こども園の創設を進めていった。

表1

表2

図15

保育所，幼稚園，認定こども園（2₀1₉年現在）

保育所 幼稚園 認定こども園

箇
か

所
しょ

数 約2₃,６₀₀箇所 約1₀,₀₀₀箇所 約₇,2₀₀箇所

対象年齢／人数 ₀ ～ ₅ 歳＊1／約2₀６万人 ₃ ～ ₅ 歳＊1／約11₅万人 ₀ ～ ₅ 歳＊1／約₉₃万人

利用できる保護者
共働き世帯など，家庭で保育のでき
ない保護者

制限無し
₀ ～ 2 歳は共働き世帯など，家庭で保育のでき
ない保護者。 ₃ ～ ₅ 歳は制限無し

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育士，幼稚園教諭，保育教諭

人員配置
₀ 歳　 ₃ ： 1 　 1 , 2 歳　 ６ ： 1
₃ 歳　2₀： 1 　 4 , ₅ 歳　₃₀： 1

₃₅： 1 （ 1 学級₃₅人以下）
₀ 歳　 ₃ ： 1 　 1 , 2 歳　 ６ ： 1
₃ 歳　2₀： 1 　 4 , ₅ 歳　₃₀： 1

※ ₃ 歳以上で短時間利用する児童については，₃₅： 1

保育の指標 保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

保育時間
夕方までの保育のほか，園により延
長保育を実施

昼過ぎまでの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預
かり保育などを実施

₀ ～ 2 歳は夕方までの保育を実施。 ₃ ～ ₅ 歳は昼過ぎ
までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方
までの保育を実施。ともに園により延長保育も実施。

管轄 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

●地域型保育とは

対象児 ₀ ～ 2 歳

性質
・保育所（原則として2₀人以上）より少人数の単位で， ₀ ～ 2 歳の子どもを保育する事業
・保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場

を確保する

●地域型保育 4つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 ₅ 人以下）を対象に，きめ細やかな保育を行う

小規模保育 少人数（定員 ６ ～1₉人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細やかな保育を行う

事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもを一緒に保育する

居
きょ

宅
たく

訪問型保育
障がい・疾

しっ

患
かん

などで個別のケアが必要な場合や，施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護
者の自宅で 1 対 1 で保育を行う

保育所，幼稚園，認定こども園の比較表 1  

地域型保育とは表 4

幼保連携型：既存の幼稚園
と既存の保育所が一体化
幼稚園型：幼稚園に保育所

機能を追加
保育所型：保育所に幼稚園

機能を追加
地方裁量型：都道府県が独

自で認めたもの

認定こども園の
４ つの型

表 2  

（ 表1 表4 ともに内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほど BOOK」平成28年 4 月改訂版などより作成）

＊1  就学前の ６ 歳児を含む
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　認定こども園の創設などもあり，保育所と幼稚園の垣根は以前よ

り低くなっている。しかし，一方で，幼児教育を担う幼稚園の役割

をより鮮明に打ち出して，保育所との差別化を図ろうとしている幼

稚園もある。

6 	認定こども園

　急速な少子化，家庭の就労状況や地域環境の変化に対応するため，

平成18年に認定こども園が創設された。認定こども園とは，保育所
と幼稚園を一体化し，保護者の就労などの状況にかかわらず，子ど

もの保育と教育を担う施設である。保育所を管轄する厚生労働省と

幼稚園を管
かん

轄
かつ

する文部科学省が連携し，「就学前の子どもに関する

教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律」をつくり，認定

こども園の創設を進めていった。

表1

表2

図15

保育所，幼稚園，認定こども園（2₀2₀年現在）

保育所 幼稚園 認定こども園

箇
か

所
しょ

数 約2₃,8₀₀箇所 約1₀,₀₀₀箇所 約8,₀₀₀箇所

対象年齢／人数 ₀ ～ ₅ 歳＊1／約2₀4万人 ₃ ～ ₅ 歳＊1／約1₀8万人 ₀ ～ ₅ 歳＊1／約1₀2万人

利用できる保護者
共働き世帯など，家庭で保育のでき
ない保護者

制限無し
₀ ～ 2 歳は共働き世帯など，家庭で保育のでき
ない保護者。 ₃ ～ ₅ 歳は制限無し

従事する者 保育士 幼稚園教諭 保育士，幼稚園教諭，保育教諭

人員配置
₀ 歳　 ₃ ： 1 　 1 , 2 歳　 ６ ： 1
₃ 歳　2₀： 1 　 4 , ₅ 歳　₃₀： 1

₃₅： 1 （ 1 学級₃₅人以下）
₀ 歳　 ₃ ： 1 　 1 , 2 歳　 ６ ： 1
₃ 歳　2₀： 1 　 4 , ₅ 歳　₃₀： 1

※ ₃ 歳以上で短時間利用する児童については，₃₅： 1

保育の指標 保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こども園教育・保育要領

保育時間
夕方までの保育のほか，園により延
長保育を実施

昼過ぎまでの教育時間のほか，園に
より午後や土曜日，長期休業中の預
かり保育などを実施

₀ ～ 2 歳は夕方までの保育を実施。 ₃ ～ ₅ 歳は昼過ぎ
までの教育時間に加え，保育を必要とする場合は夕方
までの保育を実施。ともに園により延長保育も実施。

管轄 厚生労働省 文部科学省 内閣府・文部科学省・厚生労働省

●地域型保育とは

対象児 ₀ ～ 2 歳

性質
・保育所（原則として2₀人以上）より少人数の単位で， ₀ ～ 2 歳の子どもを保育する事業
・保育施設を新設する場所のない都市部，子どもが減少している地方など，地域のさまざまな状況に合わせて保育の場

を確保する

●地域型保育 4つのタイプ
家庭的保育（保育ママ） 家庭的な雰囲気のもとで，少人数（定員 ₅ 人以下）を対象に，きめ細やかな保育を行う

小規模保育 少人数（定員 ６ ～1₉人）を対象に，家庭的保育に近い雰囲気のもと，きめ細やかな保育を行う

事業所内保育 会社の事業所の保育施設などで，従業員の子どもと，地域の子どもを一緒に保育する

居
きょ

宅
たく

訪問型保育
障がい・疾

しっ

患
かん

などで個別のケアが必要な場合や，施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに，保護
者の自宅で 1 対 1 で保育を行う

保育所，幼稚園，認定こども園の比較表 1  

地域型保育とは表 4

幼保連携型：既存の幼稚園
と既存の保育所が一体化
幼稚園型：幼稚園に保育所

機能を追加
保育所型：保育所に幼稚園

機能を追加
地方裁量型：都道府県が独

自で認めたもの

認定こども園の
４ つの型

表 2  

（ 表1 表4 ともに内閣府・文部科学省・厚生労働省「子ども・子育て支援新制度なるほど BOOK」平成28年 4 月改訂版などより作成）

＊1  就学前の ６ 歳児を含む
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2 福祉にかかわる施設
　子どもの福祉にかかわる相談や指導を行う機関や施設には，次の

ようなものがある。

1 	児童相談所

　児童相談所は，子どもの福祉の中心的な役割を担う機関として，
都道府県や指定都市に設置されることが義務づけられており，全国

に約200か所ある。その業務内容は，児童に関する相談，調査，診

断，判定，指導などである。

　相談では，家庭や学校からだけではなく，保育所，警察，保健所，

医療機関などからのさまざまな相談を受けている。その内容は，心

身障がい，養護，育成，非行，保健などの分野についてである。

　さらに，相談内容に応じて，医学・心理学・教育学・社会学・福

祉などの専門的観点からの検査や診断に基づき，どのように処遇す

べきかの判定が行われ，カウンセリング，心理治療，あるいは児童

福祉施設などへの入所，里親への委
い

託
たく

などの措
そ

置
ち

がなされる。

　また，児童相談所は必要に応じて一時保護所を設けることになっ
ている。一時保護所では，児童を家庭からはなして一時的に保護し，

短期の保育や心理治療などを行っている。職員としては，児童福祉

司，児童相談員，心理判定員，医師などの専門員が配置されている

が，人員は不足している。最近では，児童相談所が対応する問題と

して，児童虐待に関する件数が増えてきている。

注3

図1

注4

注5

2 	保健所

　保健所は，地域の公衆衛生の向上と増進
を図る行政機関である。子どもの福祉に関

連した業務としては，保健に関する知識の

普及，健康相談・健康診査・保健指導のほ

かに，疾
しっ

病
ぺい

や障がいに関する療
りょう

育
いく

指導など

も行っている。

（厚生労働省「令和元年度福祉行政報告例」より）

図1 児童相談所の相談内容

その他の相談保健相談

障がい相談

養護相談
267,955件
(49.2%)

相談全体
544,698件
(100.0%)

189,714件
(34.8%)

育成相談
42,441件
(7.8%)

非行相談
12,410件
(2.3%)

1,435件
(0.3%)

30,743件
(5.6%)

令和 3年 4月現在，
全国に145か所設置されている。
注4

児童虐待に関する相
談は，全国共通番号「1

いちはやく
89」

で受け付けており，地域の児童
相談所につながる。匿

とく
名
めい
での相

談も可能。

注3

p.138「児童虐待」
参照
注5
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　特に，幼稚園から認定こども園に移行するところが多い。認定こ

ども園には子育て支援の機能を備えることが求められており，地域

全体を視野に入れた子育ての拠点になることが望まれる。

7 	地域型保育

　幼児期の学校教育や保育，地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進める，子ども・子育て支援新制度による地域型保育が，平成
27年 ４ 月より開始された。地域型保育には，家庭的保育，小規模保

育，事業所内保育，居宅訪問型保育の ４種類があり，それぞれ保育

所より少人数の単位で ０歳から 2歳の子どもを保育している。

　家庭的保育は，古くから保育ママなどの呼称で取り組まれてきた

保育で，文字どおり家庭的な温かな雰囲気と保育者との密接な関係

が保護者に喜ばれている。子どもにとっても「もうひとつのお家」

といった安心できる環境で，子ども同士がきょうだいのように過ご

せる利点もある。

表3

表4

図16

図 17

図 15 認定こども園の数と内訳

認定件数
公私の内訳 種類別の内訳

公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
₈,0１₆件 １,2₇2件 ₆,₇４４件 ₅,₆₈₈件 １,200件 １,0₅₃件 ₇₅件

●認定こども園の認定件数

●認定こども園の内訳（2020年）

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000

1,360

4,001
2,836

7,208

5,081

1,099

（件）

2020年2018年2017年2016年2015年2014年2013年 2019年

6,160

8,016

図 16 家庭的保育者と児童数
（人）
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4,000

2010年度2005年度2002年度

児童数

家庭的保育者数

980 1,028
1,5121,515

1,785

3,930

・親の就労の有無に関係な
く利用できる。

・年齢が異なる子同士が交
流できる。

・子育て相談や親子の集い
の場になる。

・園の運営が効率的にでき
る。

・都市部の待機児童が解消
される。

・親の選択肢が拡大する。

認定こども園の
利点

表 3  

　平成28年度には，従業員が子育てしながら働きやす

い環境を整え，離職の防止や女性の活躍などを推進す

る企業を支援する「仕事・子育て両立支援事業」が創

設され，事業所内保育の整備などが進められている。

図 17 家庭的保育

（内閣府「認定こども園に関する状況について（令和 2 年 ４ 月 １ 日現在）」などより）

（全国保育団体連絡会，保育研究所「保育白書 20１2年版」より）
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　特に，幼稚園から認定こども園に移行するところが多い。認定こ

ども園には子育て支援の機能を備えることが求められており，地域

全体を視野に入れた子育ての拠点になることが望まれる。

7 	地域型保育

　幼児期の学校教育や保育，地域の子育て支援の量の拡充や質の向

上を進める，子ども・子育て支援新制度による地域型保育が，平成
27年 ４ 月より開始された。地域型保育には，家庭的保育，小規模保

育，事業所内保育，居宅訪問型保育の ４種類があり，それぞれ保育

所より少人数の単位で ０歳から 2歳の子どもを保育している。

　家庭的保育は，古くから保育ママなどの呼称で取り組まれてきた

保育で，文字どおり家庭的な温かな雰囲気と保育者との密接な関係

が保護者に喜ばれている。子どもにとっても「もうひとつのお家」

といった安心できる環境で，子ども同士がきょうだいのように過ご

せる利点もある。

表3

表4

図16

図 17

図 15 認定こども園の数と内訳

認定件数
公私の内訳 種類別の内訳

公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型
₇,20₈件 1,13₈件 ₆,0₇0件 ₅,13₇件 1,10４件 ₈₉₇件 ₇0件

●認定こども園の認定件数

●認定こども園の内訳（2019年）

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

909
1,360

4,001
2,836

7,208

5,081

1,099

（件）

2019年2017年2016年2015年2014年2013年2012年 2018年

6,160

図 16 家庭的保育者と児童数
（人）
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児童数

家庭的保育者数

980 1,028
1,5121,515
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3,930

・親の就労の有無に関係な
く利用できる。

・年齢が異なる子同士が交
流できる。

・子育て相談や親子の集い
の場になる。

・園の運営が効率的にでき
る。

・都市部の待機児童が解消
される。

・親の選択肢が拡大する。

認定こども園の
利点

表 3  

　平成28年度には，従業員が子育てしながら働きやす

い環境を整え，離職の防止や女性の活躍などを推進す

る企業を支援する「仕事・子育て両立支援事業」が創

設され，事業所内保育の整備などが進められている。

図 17 家庭的保育

（内閣府「認定こども園に関する状況について（平成31年 ４ 月 1 日現在）」などより）

（全国保育団体連絡会，保育研究所「保育白書 2012年版」より）
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2 福祉にかかわる施設
　子どもの福祉にかかわる相談や指導を行う機関や施設には，次の

ようなものがある。

1 	児童相談所

　児童相談所は，子どもの福祉の中心的な役割を担う機関として，
都道府県や指定都市に設置されることが義務づけられており，全国

に約200か所ある。その業務内容は，児童に関する相談，調査，診

断，判定，指導などである。

　相談では，家庭や学校からだけではなく，保育所，警察，保健所，

医療機関などからのさまざまな相談を受けている。その内容は，心

身障がい，養護，育成，非行，保健などの分野についてである。

　さらに，相談内容に応じて，医学・心理学・教育学・社会学・福

祉などの専門的観点からの検査や診断に基づき，どのように処遇す

べきかの判定が行われ，カウンセリング，心理治療，あるいは児童

福祉施設などへの入所，里親への委
い

託
たく

などの措
そ

置
ち

がなされる。

　また，児童相談所は必要に応じて一時保護所を設けることになっ
ている。一時保護所では，児童を家庭からはなして一時的に保護し，

短期の保育や心理治療などを行っている。職員としては，児童福祉

司，児童相談員，心理判定員，医師などの専門員が配置されている

が，人員は不足している。最近では，児童相談所が対応する問題と

して，児童虐待に関する件数が増えてきている。

注3

図1

注4

注5

2 	保健所

　保健所は，地域の公衆衛生の向上と増進
を図る行政機関である。子どもの福祉に関

連した業務としては，保健に関する知識の

普及，健康相談・健康診査・保健指導のほ

かに，疾
しっ

病
ぺい

や障がいに関する療
りょう

育
いく

指導など

も行っている。

（厚生労働省「平成30年度福祉行政報告例」より）

図1 児童相談所の相談内容

その他の相談保健相談

障がい相談

養護相談
228,719件
(45.3%)

相談全体
504,856件
(100.0%)

188,702件
(37.4%)

育成相談
43,594件
(8.6%)

非行相談
13,333件
(2.6%)

1,644件
(0.3%)

28,864件
(5.7%)

令和 2年 7月現在，
全国に144か所設置されている。
注4

児童虐待に関する相
談は，全国共通番号「1

いちはやく
89」

で受け付けており，地域の児童
相談所につながる。匿

とく
名
めい
での相

談も可能。

注3

p.138「児童虐待」
参照
注5
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1 これからの子どもの福祉
　これまでは，父親が外で働き，子育てを母親ひとりが担う状況が

一般的であった。しかし，これからは，「夫婦が平等に社会参加を

しながら家庭も大切にし，母親・父親の役割を果たしていく」とい

う男女共同参画社会における子育てが求められている。そのために
は，さまざまな社会的支援が必要である。

1 	児童虐
ぎゃく
待
たい
という問題

　子どもの世話をすることは，楽しいものである。子どもから笑い

かけられたり，触れられたり，抱きつかれたりすると，だれもが思

わず笑顔になってしまう。子どもには大人をとりこにする魅力があ

る。しかし一方で子どもは，ときにわけもわからず泣いたり，わが

ままを言ったり，扱いにくい存在でもある。また，ひとりでできな

いことが多いため，親はいつも手をかけなくてはいけない。そのよ

うな扱いにくさからか，子どもを殴
なぐ

ったり，育児を放棄したり，児

童虐待をする親も増えているのが現状である。そして，虐待を加え

ているのは，実母が最も多い。

注1

表1 図1

図2

子育て支援2

男女共同参画社会基
本法（1999年）の基本計画とし
て，
①政策・方針決定過程への女性
の参画の拡大

②男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直しや意
識の改革

③雇用等の分野における男女の
機会均等と待遇の確保

④男女の職業生活と家庭・地域
生活の両立の支援

などが挙げられている。

注1

図1 児童相談所における児童虐待相談対応件数と内訳

0
30,000
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120,000
150,000
180,000
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身体的虐待

2019
年度

ネグレクト心理的虐待 性的虐待

＊2010 年は東日本大震災の影響により，福島県を除いた数値。

1,101 2,722
17,725

34,472 56,384

（件）

（年度）

(%)

15 1910052000951990

103,286

193,780

25.4 56.3 17.2 1.1

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

TRY
　児童虐待の防止等に関する法律では，「児童虐待を受
けたと思われる児童を発見した者は，速やかに福祉事務
所・児童相談所に通告しなければならない」とされてい
る。　
　しかし，児童虐待は家庭内でおこ
ることが多く，表面化しづらい特徴
がある。また，しつけとの境も難し
い。
　このような実態をふまえ，社会全
体で児童虐待から子どもを守るため
には，何が有効か考えてみよう。
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2 福祉にかかわる施設
　子どもの福祉にかかわる相談や指導を行う機関や施設には，次の

ようなものがある。

1 	児童相談所

　児童相談所は，子どもの福祉の中心的な役割を担う機関として，
都道府県や指定都市に設置されることが義務づけられており，全国

に約200か所ある。その業務内容は，児童に関する相談，調査，診

断，判定，指導などである。

　相談では，家庭や学校からだけではなく，保育所，警察，保健所，

医療機関などからのさまざまな相談を受けている。その内容は，心

身障がい，養護，育成，非行，保健などの分野についてである。

　さらに，相談内容に応じて，医学・心理学・教育学・社会学・福

祉などの専門的観点からの検査や診断に基づき，どのように処遇す

べきかの判定が行われ，カウンセリング，心理治療，あるいは児童

福祉施設などへの入所，里親への委
い

託
たく

などの措
そ

置
ち

がなされる。

　また，児童相談所は必要に応じて一時保護所を設けることになっ
ている。一時保護所では，児童を家庭からはなして一時的に保護し，

短期の保育や心理治療などを行っている。職員としては，児童福祉

司，児童相談員，心理判定員，医師などの専門員が配置されている

が，人員は不足している。最近では，児童相談所が対応する問題と

して，児童虐待に関する件数が増えてきている。

注3

図1

注4

注5

2 	保健所

　保健所は，地域の公衆衛生の向上と増進
を図る行政機関である。子どもの福祉に関

連した業務としては，保健に関する知識の

普及，健康相談・健康診査・保健指導のほ

かに，疾
しっ

病
ぺい

や障がいに関する療
りょう

育
いく

指導など

も行っている。

（厚生労働省「令和元年度福祉行政報告例」より）

図1 児童相談所の相談内容

その他の相談保健相談

障がい相談

養護相談
267,955件
(49.2%)

相談全体
544,698件
(100.0%)

189,714件
(34.8%)

育成相談
42,441件
(7.8%)

非行相談
12,410件
(2.3%)

1,435件
(0.3%)

30,743件
(5.6%)

令和 3年 4月現在，
全国に145か所設置されている。
注4

児童虐待に関する相
談は，全国共通番号「1

いちはやく
89」

で受け付けており，地域の児童
相談所につながる。匿

とく
名
めい
での相

談も可能。

注3

p.138「児童虐待」
参照
注5
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2 福祉にかかわる施設
　子どもの福祉にかかわる相談や指導を行う機関や施設には，次の

ようなものがある。

1 	児童相談所

　児童相談所は，子どもの福祉の中心的な役割を担う機関として，
都道府県や指定都市に設置されることが義務づけられており，全国

に約200か所ある。その業務内容は，児童に関する相談，調査，診

断，判定，指導などである。

　相談では，家庭や学校からだけではなく，保育所，警察，保健所，

医療機関などからのさまざまな相談を受けている。その内容は，心

身障がい，養護，育成，非行，保健などの分野についてである。

　さらに，相談内容に応じて，医学・心理学・教育学・社会学・福

祉などの専門的観点からの検査や診断に基づき，どのように処遇す

べきかの判定が行われ，カウンセリング，心理治療，あるいは児童

福祉施設などへの入所，里親への委
い

託
たく

などの措
そ

置
ち

がなされる。

　また，児童相談所は必要に応じて一時保護所を設けることになっ
ている。一時保護所では，児童を家庭からはなして一時的に保護し，

短期の保育や心理治療などを行っている。職員としては，児童福祉

司，児童相談員，心理判定員，医師などの専門員が配置されている

が，人員は不足している。最近では，児童相談所が対応する問題と

して，児童虐待に関する件数が増えてきている。

注3

図1

注4

注5

2 	保健所

　保健所は，地域の公衆衛生の向上と増進
を図る行政機関である。子どもの福祉に関

連した業務としては，保健に関する知識の

普及，健康相談・健康診査・保健指導のほ

かに，疾
しっ

病
ぺい

や障がいに関する療
りょう

育
いく

指導など

も行っている。

（厚生労働省「平成30年度福祉行政報告例」より）

図1 児童相談所の相談内容

その他の相談保健相談

障がい相談

養護相談
228,719件
(45.3%)

相談全体
504,856件
(100.0%)

188,702件
(37.4%)

育成相談
43,594件
(8.6%)

非行相談
13,333件
(2.6%)

1,644件
(0.3%)

28,864件
(5.7%)

令和 2年 7月現在，
全国に144か所設置されている。
注4

児童虐待に関する相
談は，全国共通番号「1

いちはやく
89」

で受け付けており，地域の児童
相談所につながる。匿

とく
名
めい
での相

談も可能。

注3

p.138「児童虐待」
参照
注5
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1 これからの子どもの福祉
　これまでは，父親が外で働き，子育てを母親ひとりが担う状況が

一般的であった。しかし，これからは，「夫婦が平等に社会参加を

しながら家庭も大切にし，母親・父親の役割を果たしていく」とい

う男女共同参画社会における子育てが求められている。そのために
は，さまざまな社会的支援が必要である。

1 	児童虐
ぎゃく
待
たい
という問題

　子どもの世話をすることは，楽しいものである。子どもから笑い

かけられたり，触れられたり，抱きつかれたりすると，だれもが思

わず笑顔になってしまう。子どもには大人をとりこにする魅力があ

る。しかし一方で子どもは，ときにわけもわからず泣いたり，わが

ままを言ったり，扱いにくい存在でもある。また，ひとりでできな

いことが多いため，親はいつも手をかけなくてはいけない。そのよ

うな扱いにくさからか，子どもを殴
なぐ

ったり，育児を放棄したり，児

童虐待をする親も増えているのが現状である。そして，虐待を加え

ているのは，実母が最も多い。

注1

表1 図1

図2

子育て支援2

男女共同参画社会基
本法（1999年）の基本計画とし
て，
①政策・方針決定過程への女性
の参画の拡大
②男女共同参画の視点に立った
社会制度・慣行の見直しや意
識の改革
③雇用等の分野における男女の
機会均等と待遇の確保
④男女の職業生活と家庭・地域
生活の両立の支援
などが挙げられている。

注1

図1 児童相談所における児童虐待相談対応件数と内訳
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＊2010 年は東日本大震災の影響により，福島県を除いた数値。
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（件）

（年度）

(%)
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103,286
122,575

133,778
159,838

25.2 55.3 18.4 1.1

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

TRY
　児童虐待の防止等に関する法律では，「児童虐待を受
けたと思われる児童を発見した者は，速やかに福祉事務
所・児童相談所に通告しなければならない」とされてい
る。　
　しかし，児童虐待は家庭内でおこ
ることが多く，表面化しづらい特徴
がある。また，しつけとの境も難し
い。
　このような実態をふまえ，社会全
体で児童虐待から子どもを守るため
には，何が有効か考えてみよう。

発達と保育_5章_P131-141.indd   138 2020/08/26   19:05

135 図 1

138 図 1



12

ページ 行 令 和 ３ 年 度 教 科 書（ 旧 ） 令 和 ４ 年 度 教 科 書（ 新 ）
訂正箇所

家庭 304　子どもの発達と保育　育つ、育てる、育ち合う　令和 3年度版→ 4年度版修正箇所

第 5章　子どもの福祉と子育て支援140

5

10

15

20

25

30

　子育てサロンや育児サークルは，「視野が広がり育児が楽しくな
った」，「同じ地域での母親のつながりができた」など母親にはとて

も好評で，母親の育児不安の解消にもつながっている。

　仕事と育児の両立が難しいために，出産，ひいては結婚を控
ひか

える

女性も少なくないといわれる。子育てをしながら働くことができる

ような環境の整備（育児休業取得率の向上，短時間勤務制度，時間

外労働の免除，子どもの看護のための休暇制度等）など，しっかり

とした就労支援が望まれる。

　現代では，子どもを生み育てるには経済的な負担も大きいといわ

れている。子ども手当や，児童扶
ふ
養
よう
手当など，子育ての費用を社会

的に負担するしくみの充実が必要である。また，父親の育児休業制

度の取得率は非常に低い。父親の育児参加を促
うなが

すためにも，育児休

業期間に支給される給付金の充実は必要である。

3 	子ども・子育て制度の充実

　日本では，健やかに子どもを生み育てるための対策として，エン
ゼルプラン（1994年）や新エンゼルプラン（1999年）などの総合的
な子育て支援対策が実施されてきた。また，2003年に成立した少子

化社会対策基本法にもとづき，2004年 6 月に閣
かく

議
ぎ

決定された「少子
化対策大

たい
綱
こう
」においては，少子化に対する基本施策が示された。そ

して，「少子化対策大綱」の具体的実施計画として，2004年12月に

は「子ども・子育て応援プラン」が策定された。
　さらに，「社会全体で子育てを支える」，「個人の希望がかなえら

れる」という基本方針を打ち出した「子ども・子育てビジョン」が
2010年 1 月に閣議決定された。子どもを大切にする社会をつくりた

いという願いから，「生命と育ちを大切にする」，「困っている声に

応える」，「生活を支える」の 3 つの大切な姿勢を踏まえ，「目指す

べき社会への政策 4本柱と12の主要施策」が提示された。

　また，待機児童問題の解決や仕事・子育ての両立支援などを求め

る社会情勢を受け，2012年 8 月に「子ども・子育て関連 ３法」が公
布された。それをもとにした「子ども・子育て支援新制度」が2015
年 4 月に始まり，幼児期の学校教育や保育の質の向上，地域の子育

て支援の充実などが進んでいる。

注1 注2

注3

表3

親の所得が一定内の
中学生以下の子どもを対象とす
る手当。

注1

父または母の一方か
らしか養育を受けられないひと
り親家庭などの児童のために，
地方自治体から支給される手当。

注2

2020年度は12.65％
（p.125コラム参照）。
注3
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　児童虐待の背景には出産や育児に対する家族の無理解や，子ども

の成長と子育て情報の不一致による育児不安など，さまざまな原因
が考えられる。

　家族は，親の相談相手になったり，積極的に家事を分担するなど

のサポートをしていきたい。

2 	母親の育児負担の軽減

注2

　また，保育所に入所できない待機
児童を減らすための保育所新設や延
長保育，夜間保育，休日保育や一時
保育のような，多様な就労形態に対
応した保育システムの充実が必要と

なっている。2005年「次世代育成支
援対策推進法」の本格施行にともな
い，どこの市町村でも，子育て支援

や母性，乳幼児の健康の確保・増進

などの内容とする地域行動計画が立

てられ，取り組みが進められている。

注3

子どもを虐待する親
の中には，自分がかつて虐待を
受けていたり，愛された経験に
乏しい人が多いといわれる。こ
のように，虐待が世代間継承さ
れてしまうケースもある。

注2

出産や家族の緊急入
院などで保育に欠ける子どもや，
医師の診断や育児相談の結果な
どによって保育所の子どもたち
との交流を必要としている子ど
もに対する一時的な保育のこと。

注3

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

図 2 児童虐待相談のおもな虐待者
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育児相談
市役所の発達支援相談室や，相談員が認可保育所や私
立幼稚園を巡回訪問して行われている。就学前の子ど
もの発達相談及び支援を行っている。

子育てサロン
公民館などで，未就園児とその保護者同士が交流でき
るよう， ₁ か月に ₁ 度程度開放し，絵本の読み聞かせ，
体操などを行っている。

育児サークル

市町村が，適切な育児活動と認めた団体を「育児サー
クル」として認可し，活動支援を行っている。子ど
もを遊ばせたり，赤ちゃんマッサージやトイレットト
レーニング，離乳食などの講習会を開いたりしている。

ファミリー・サポー
ト・センター事業

市町村では，育児の援助を行いたい者（提供会員）と
受けたい者（依頼会員）との組織づくりを行い，日程
調整などをして支援している。保育所や幼稚園の送迎，
子どもが病気のときや買い物時に子どもを預かるなど
の活動を行っている。提供会員は，講習会を受講した
地域の人々である。

さまざまな子育て支援の例表 2

（「児童虐待の防止等に関する法律」より作成）

①外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
②児童へのわいせつ行為と，わいせつ行為をさせること
③著

いちじる

しい暴言・拒絶的対応・児童の目の前での配偶者に対
する暴力など，児童に著しい心理的外傷を与える言動を
行うこと

④心身の正常な発達を妨
さまた

げる減食・長時間の放置及び，保
護者以外の同居人による①～③の行為を放置するなど保
護者としての監護を著しく怠

おこた

ること

児童虐待の定義表 1  

市役所などの相談員が，保育所や幼稚園を巡回
訪問して育児相談を行っている。

　母親から子育ての負担感を取り除き，楽しみながら

ゆとりをもって育児ができるようにするために，市町

村が主体となった子育ての相談援助体制（育児相談室，

認可保育所や私立幼稚園で行う子ども巡回相談，子育

てサロン，育児サークルなど）の整備や，子育て中の

母親が必要に応じて自分の時間をつくることができる

支援（ファミリー・サポート・センターなど）の充実

が求められている。

図3

表2

図 3 育児相談
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　児童虐待の背景には出産や育児に対する家族の無理解や，子ども

の成長と子育て情報の不一致による育児不安など，さまざまな原因
が考えられる。

　家族は，親の相談相手になったり，積極的に家事を分担するなど

のサポートをしていきたい。

2 	母親の育児負担の軽減

注2

　また，保育所に入所できない待機
児童を減らすための保育所新設や延
長保育，夜間保育，休日保育や一時
保育のような，多様な就労形態に対
応した保育システムの充実が必要と

なっている。2005年「次世代育成支
援対策推進法」の本格施行にともな
い，どこの市町村でも，子育て支援

や母性，乳幼児の健康の確保・増進

などの内容とする地域行動計画が立

てられ，取り組みが進められている。

注3

子どもを虐待する親
の中には，自分がかつて虐待を
受けていたり，愛された経験に
乏しい人が多いといわれる。こ
のように，虐待が世代間継承さ
れてしまうケースもある。

注2

出産や家族の緊急入
院などで保育に欠ける子どもや，
医師の診断や育児相談の結果な
どによって保育所の子どもたち
との交流を必要としている子ど
もに対する一時的な保育のこと。

注3

（厚生労働省「福祉行政報告例」より）

図 2 児童虐待相談のおもな虐待者
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育児相談
市役所の発達支援相談室や，相談員が認可保育所や私
立幼稚園を巡回訪問して行われている。就学前の子ど
もの発達相談及び支援を行っている。

子育てサロン
公民館などで，未就園児とその保護者同士が交流でき
るよう， ₁ か月に ₁ 度程度開放し，絵本の読み聞かせ，
体操などを行っている。

育児サークル

市町村が，適切な育児活動と認めた団体を「育児サー
クル」として認可し，活動支援を行っている。子ど
もを遊ばせたり，赤ちゃんマッサージやトイレットト
レーニング，離乳食などの講習会を開いたりしている。

ファミリー・サポー
ト・センター事業

市町村では，育児の援助を行いたい者（提供会員）と
受けたい者（依頼会員）との組織づくりを行い，日程
調整などをして支援している。保育所や幼稚園の送迎，
子どもが病気のときや買い物時に子どもを預かるなど
の活動を行っている。提供会員は，講習会を受講した
地域の人々である。

さまざまな子育て支援の例表 2

（「児童虐待の防止等に関する法律」より作成）

①外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行
②児童へのわいせつ行為と，わいせつ行為をさせること
③著

いちじる

しい暴言・拒絶的対応・児童の目の前での配偶者に対
する暴力など，児童に著しい心理的外傷を与える言動を
行うこと

④心身の正常な発達を妨
さまた

げる減食・長時間の放置及び，保
護者以外の同居人による①～③の行為を放置するなど保
護者としての監護を著しく怠

おこた

ること

児童虐待の定義表 1  

市役所などの相談員が，保育所や幼稚園を巡回
訪問して育児相談を行っている。

　母親から子育ての負担感を取り除き，楽しみながら

ゆとりをもって育児ができるようにするために，市町

村が主体となった子育ての相談援助体制（育児相談室，

認可保育所や私立幼稚園で行う子ども巡回相談，子育

てサロン，育児サークルなど）の整備や，子育て中の

母親が必要に応じて自分の時間をつくることができる

支援（ファミリー・サポート・センターなど）の充実

が求められている。

図3

表2

図 3 育児相談
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　子育てサロンや育児サークルは，「視野が広がり育児が楽しくな
った」，「同じ地域での母親のつながりができた」など母親にはとて

も好評で，母親の育児不安の解消にもつながっている。

　仕事と育児の両立が難しいために，出産，ひいては結婚を控
ひか

える

女性も少なくないといわれる。子育てをしながら働くことができる

ような環境の整備（育児休業取得率の向上，短時間勤務制度，時間

外労働の免除，子どもの看護のための休暇制度等）など，しっかり

とした就労支援が望まれる。

　現代では，子どもを生み育てるには経済的な負担も大きいといわ

れている。子ども手当や，児童扶
ふ
養
よう
手当など，子育ての費用を社会

的に負担するしくみの充実が必要である。また，父親の育児休業制

度の取得率は非常に低い。父親の育児参加を促
うなが

すためにも，育児休

業期間に支給される給付金の充実は必要である。

3 	子ども・子育て制度の充実

　日本では，健やかに子どもを生み育てるための対策として，エン
ゼルプラン（1994年）や新エンゼルプラン（1999年）などの総合的
な子育て支援対策が実施されてきた。また，2003年に成立した少子

化社会対策基本法にもとづき，2004年 6 月に閣
かく

議
ぎ

決定された「少子
化対策大

たい
綱
こう
」においては，少子化に対する基本施策が示された。そ

して，「少子化対策大綱」の具体的実施計画として，2004年12月に

は「子ども・子育て応援プラン」が策定された。
　さらに，「社会全体で子育てを支える」，「個人の希望がかなえら

れる」という基本方針を打ち出した「子ども・子育てビジョン」が
2010年 1 月に閣議決定された。子どもを大切にする社会をつくりた

いという願いから，「生命と育ちを大切にする」，「困っている声に

応える」，「生活を支える」の 3 つの大切な姿勢を踏まえ，「目指す

べき社会への政策 4本柱と12の主要施策」が提示された。

　また，待機児童問題の解決や仕事・子育ての両立支援などを求め

る社会情勢を受け，2012年 8 月に「子ども・子育て関連 ３法」が公
布された。それをもとにした「子ども・子育て支援新制度」が2015
年 4 月に始まり，幼児期の学校教育や保育の質の向上，地域の子育

て支援の充実などが進んでいる。

注1 注2

注3

表3

親の所得が一定内の
中学生以下の子どもを対象とす
る手当。

注1

父または母の一方か
らしか養育を受けられないひと
り親家庭などの児童のために，
地方自治体から支給される手当。

注2

2019年度は7.48％
（p.125コラム参照）。
注3
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